
 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度 （平成２２年度 実施事業対象） 

 上尾市教育委員会の事務に関する点検評価 結果  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年 ９月２２日 

上尾市教育委員会 議決 



 

 

１１  ははじじめめにに  

上尾市教育委員会では、第５次上尾市総合計画を踏まえて、平成２３年３月、「夢・感動教育 あ

げお」を基本的な理念として掲げた「上尾市教育振興基本計画」を策定した。 

この理念にある「夢」という言葉には、知・徳・体の調和がとれ、夢や目標・志を持って自己実現を

目指す、変化の時代をたくましく生き抜く自立した人間を育成する教育を実践すること、「感動」という

言葉には、人と人とのつながりや学校・家庭・地域のつながりの輪を広げ、一体となって、共に生きるこ

との素晴らしさ、尊さを享受し、感動する心を大切にする教育を実践する、という教育委員会の願い

や決意を表現したものであるとともに、家庭そして地域の皆様をはじめとする ”教育” に関わりをいた

だいているすべての方の情熱、絆、希望が込められたものである。 

昨今、教育行政を取り巻く環境は、社会情勢、ライフスタイルの変化や、教育に対するニーズの多

様化等により大きく変化し、確かな学力の育成、子どもたちの体力の向上、教職員の資質向上、校舎

等の耐震化、食の安全等、取り組まなければならない重要な課題が山積しているが、このような厳し

い状況の中にあって、市民の皆様の信頼に応える行政を運営していくためには、展開する事業の成

果だけを求めるのではなく、効率的で効果的な行政運営を心がけ、市民の皆様に対して説明責任を

果たすことが重要である。 

教育委員会の組織やその運営方法等を定めた「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

おいては、各教育委員会は、毎年、教育に関する事務の管理執行状況について、点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成して、議会に報告するともに、公表しなければならないことが定

められている。 

ついては、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに市民の皆様への説明責任

を果たすため、平成２２年度に実施した教育に関する事務について、点検及び評価を実施する。 

２２  点点検検評評価価制制度度のの趣趣旨旨  

平成１８年１２月の教育基本法の改正、平成１９年３月の中央教育審議会答申等を踏まえ、平成

１９年６月、教育委員会の組織やその運営方法等を定めた「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」が改正された。この法改正においては、大きな柱の一つとして『地方における教育行政の中心

的な担い手である教育委員会が、より高い使命感をもって責任を果たすために、教育委員会の責任

体制の明確化を図ること』が掲げられ、実現する一つの方策として、平成２０年４月１日から、各教育

委員会は、毎年、教育に関する事務の管理執行状況について、点検及び評価を行い、その結果に

関する報告書を作成して、議会に報告するともに、公表しなければならないことが定められた。 

この点検評価の実施にあたっては、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取する機会を設け

るなど、知見を活用することにより、教育委員会が行った点検評価結果の客観性を確保することが求

められている。 

３３  上上尾尾市市教教育育委委員員会会ににおおけけるる点点検検評評価価のの対対象象事事業業  

平成２３年度における点検及び評価は、これまでと同様、「事業」について評価を行うものとし、評価

対象事業は、平成２２年度行財政３ヵ年実施計画に掲げられた事業をベースとして、年度途中に補

正予算により対応した事業を評価対象に加え、評価を実施する。 

行財政３か年実施計画は、総合計画の基本計画に位置付けられた施策から、財政フレームとの整

合性を図りながら３年間で積極的・重点的に行う施策を選択し、毎年度見直しを行いながら計画的な

行財政運営を遂行するための実施計画であり、「経常的事業」以外の全ての事業を政策的事業に位

置付けているものである。 



 

 

◎平成２３年度 教育委員会点検評価  （平成２２年度実施事業の評価） 実施事業（全７８事業） 
 

Ⅰ 教育環境の整備・充実  

① 開かれた特色ある学校づくりへの対応 
1 ３０人程度学級「あげおっ子アッピープラン」事業 
2 学習支援事業 

3 元気な学校をつくる地域連携推進事業 
4 小学校理科支援員配置事業 
5 学校評議員制度運営事業 

② 教育施設、教材・教具の充実 
6 小・中学校校舎大規模改造(耐震補強)事業 
7 小学校校舎改築事業 
8 緑のカーテン整備事業 

9 小・中学校コンピュータ整備事業 
10 小・中学校図書整備事業 
11 準教科書・副読本整備事業 

12 学校図書館支援員派遣事業 
13 小・中学校教育教材整備事業 

③ 児童生徒の防犯対策 
14 学区域見直し地区巡回誘導員配置委託事業 

15 学校安全パトロールカー事業 
16 ★新規★ 上尾道路安全誘導員配置事業 

④ 教育相談体制の充実 
17 さわやか相談室運営事業 

18 不登校児童生徒の学校適応指導事業 
19 教育相談事業 

⑤ 教職員の人材の育成 
20 魅力ある学校づくり事業 

21 指導法改善事業 

⑥ 就学支援の充実 
22 入学準備金・奨学金貸付事業 
23 幼稚園就園奨励費補助事業 

24 私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 
25 小・中学校特別支援教育就学奨励事業 
26 小・中学校就学援助費補助事業 

27 要・準要保護児童生徒医療費援助事業 
28 準要保護児童生徒給食費援助事業 

 
Ⅱ 魅力ある教育内容の充実  

① 幼稚園教育の充実 

29 私立幼稚園委託事務補助事業 

② 心の教育の充実 
30 小・中学校音楽会開催事業 

31 中学校部活動支援事業 
32 中学校吹奏楽演奏会開催事業 
33 上尾市立中学校全国・関東大会等補助事業 

③ 時代潮流に応じた教育の充実 
34 日本語指導職員派遣事業 
35 小・中学校ＡＬＴ配置事業 
36 教育に関する３つの達成目標推進事業 

37 中学生海外派遣研修事業 
38 ★新規★ 情報教育支援員配置事業 
39 英語弁論暗唱大会開催事業 

40 教育講演会等推進事業 

 

 

④ 体力向上、健康教育の充実 
41 児童生徒体力向上推進事業 
42 児童生徒の体力向上実践研究事業 

43 児童生徒安全推進事業 
44 ★新規★ 地域と連携した体力向上支援事業 

⑤ 学校給食の充実・食育の推進 
45 小学校給食室設備整備事業 

46 調理場備品等整備事業 

⑥ 特別支援教育の充実 
47 学級支援員派遣事業 
48 特別支援学級補助員派遣事業 

49 特別支援教育推進事業 
50 特別支援教育支援員配置事業 

⑦ 生徒指導・進路指導・キャリア教育の充実 
51 中学生社会体験チャレンジ事業 

52 中学生進路意識啓発事業 
53 生徒指導推進事業 
54 学力向上支援事業 

 
Ⅲ 生涯学習の推進  

① 生涯学習推進体制の整備・充実 

55 生涯学習指導者活動推進事業 

56 社会教育団体等補助事業 

② 学習内容の充実・情報の提供 
57 家庭教育推進事業 
58 ブックスタート事業 

59 公民館講座事業 
60 成人式事業 
61 あげおふるさと学園運営事業 

③ 生涯学習施設の整備・充実 
62 視聴覚ライブラリー運営事業 
63 図書館資料整備事業 
64 学校施設開放(生涯学習)事業 

 

Ⅳ 人権教育の推進  
65 人権教育集会所運営事業 

66 人権教育推進事業（生涯学習課所管分） 
67 人権教育推進事業（指導課所管分） 

   

Ⅴ 文化芸術の振興・伝統文化の伝承  

① 文化・芸術団体の支援 

68 美術展覧会事業 
69 市民音楽祭事業 
70 文化芸術振興事業 

② 文化財の保護・伝統文化の継承 
71 文化財調査・保存事業 
72 ★新規★ 発掘調査出土文化財整理活用事業 
73 ★新規★ 古文書整理事業 

74 埋蔵文化財調査事業 
75 文化財保護啓発事業 
76 歴史資料調査事業 

   

Ⅵ スポーツ・レクリエーション活動の推進  
77 スポーツ大会等開催事業 
78 学校施設開放(スポーツ振興)事業 



 

 

 

４４  上上尾尾市市教教育育委委員員会会ににおおけけるる点点検検評評価価のの方方法法  

点検及び評価の実施にあたっては、点検評価対象事業である７８事業について、その進捗状況、事

業の課題を分析し、今後の取組みの方向性等について、教育委員会自ら点検評価を実施する。また、

教育委員会の評価結果について、客観性を確保する観点から、教育に関し学識経験を有する方から

ご意見ご助言をいただくこととする。 

◎教育に関し学識経験を有する者 

聖学院大学教授   小川  洋  氏  （おがわよう） 

元上尾市立小学校長  河原塚貴美代 氏  （かわはらづかきみよ）       ※５０音順 

 

 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）［抜粋］ 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員等に委

任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ ３０人程度学級「あげおっ子アッピープラン」事業 ～  1 

 
事業番号 １ ３３００人人程程度度学学級級「「ああげげおおっっ子子アアッッピピーーププラランン」」事事業業     担当 学務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

学級集団の少人数化を図ることにより、きめ細やかな個に応じた指導を徹底することが 
でき、基礎学力の向上に効果を発揮する。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小学校 第１学年児童 ２，０５２人 
第２学年児童 ２，１１６人 

上尾市立中学校 第１学年生徒 ２，０６２人    （ 平成２２年５月１日 現在 ） 

事業の内容 
子どもの個性を伸ばし、豊かな人間性をはぐくむために、小学校１年生、小学校２年生、
及び中学校１年生を対象に１クラス３０人程度学級を編成するため、市独自に臨時教員を
採用する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 73,946,587  ○旅費 336,512 
５６，４８０ 千円 ６６，３９２ 千円 ７４，２８４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

少人数学級教員数 １８ 人 ２２ 人 ２４ 人  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

本事業は、幼稚園・保育所から小学校へ校種が移る際の「円滑な移行」
と、学級担任制の小学校から教科担任制の中学校へ移る際の変化を少し
ずつ解消することを狙いとしたものである。３０人程度学級を実施する
ことにより、教育環境の整備ができ、児童生徒の小・中学校への移行が
スムーズに行われており、大変落ち着いた学習環境の中で一人一人への
「きめ細かい指導」がなされている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

①３０人程度の規模では、授業の中できめ細やかに児童生徒一人一人を
評価することができ、形成的評価を取り入れた個に応じた指導が一層
効果的に実施できる。 

②個別の発表学習の機会を多く与えることができ、児童生徒の表現力、
個性発揮などの向上が期待できる。 

③一斉指導を行う際に全員が視野に入る。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

３０人程度学級の実施により、きめ細かい指導がなされ、学力向上も図られている。 
大量退職者に伴う正規教員の大量採用が数年続いていること等により、臨時教員の人
材確保が課題となっている。今後も質の高い教育を提供するために、優秀な教員の採
用に努めていく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

2  ～ 学習支援事業 ～ 

 

事業番号 ２ 学学習習支支援援事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

総合的な学習の時間等に専門的な知識や技能をもつ外部指導者や学校支援ボランティアを
導入することで、豊かな体験活動をはじめ、学習活動の充実を図り、豊かな人間性や社会
性を育てる。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 

「総合的な学習の時間」の外部指導者や学校の教育活動を支援する学校支援ボランティア
に、謝礼をする。小・中学校校外行事実施に係る引率者の入場料等の経費を負担する。地
球にいいことチャレンジ事業において児童生徒の環境意識の醸成や、児童生徒が参加する
環境保全活動の充実を図る。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 70,000  ○使用料及び賃借料 82,300 
○負担金、補助及び交付金 325,000 １８９ 千円 ９５４ 千円   ４７８ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

外部指導者補助率 ６９．１ ％ ６０．６ ％ ５０．０ ％ 
学校における外部指導者活用予定数
に対する補助の割合 

地球にいいことチャレンジ事業実施校数 － １ 校 ２ 校 太平中学校、南中学校 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

各学校において、児童生徒や地域の実態に応じた特色ある教育活動の推進が求

められている。そのため、外部指導者や学校支援ボランティアの協力に 

よって地域全体で学校教育の質を高め、市内多くの学校で特色ある教育を推進

している。また、太平中学校、南中学校では地球にいいことチャレンジ事業を

実施し、環境教育を中心とした特色ある教育活動が展開されている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

外部指導者や学校支援ボランティアへの謝礼や校外行事実施に係る引率者の

入場料等の経費負担事務を、教育委員会で一括して行うことにより、効率化が

図られている。地球にいいことチャレンジ事業では、太平中学校、南中学校の

環境教育計画に位置づけられ、組織的・計画的に実施されている。南中学校で

は活動の成果が認められ、第１０回あげお環境賞を受賞した。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

各学校が、総合的な学習の時間等に専門的な知識や技能を持つ外部指導者や学校支援ボランテ
ィアを積極的に活用しており、体験活動の充実や個に応じた指導が図られており、児童生徒に
とって魅力ある教育活動が展開されている。学校外の教育力を積極的に取り入れるため、学校
では外部指導者の活用予定数が増加傾向にあるが、外部指導者補助率が年々低下しているとこ
ろが課題である。また、地球にいいことチャレンジ事業を実施した太平中学校、南中学校にお
いては、児童生徒の環境意識の醸成や、児童生徒が参加する環境保全活動の充実が図られ、今
後も特色ある教育活動を継続していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 元気な学校をつくる地域連携推進事業 ～  3 

 

事業番号 ３ 元元気気なな学学校校ををつつくくるる地地域域連連携携推推進進事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

地域の方々の児童生徒の活動にかかわる取組の機会を増やし、学校に協力いただくととも
により深く学校を理解していただき、地域で子どもを育てるという意識を高める。また、
学校応援団員の専門的な知識やすぐれた技術など、地域の教育力を学校教育に積極的に活
用し、より効果的な学習活動を推進する。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 ３３校 

事業の内容 

学校が積極的に家庭や地域社会の教育にかかわることにより、学校の活性化を図るととも
に、家庭や地域社会の教育力の向上を目指し、学校・家庭・地域社会が一体となって子ど
もの育成に取り組む。地域から学校応援団を組織するとともにコーディネーターを介して、
学校に対しての学習支援や環境整備、児童生徒の安全確保・事故防止の支援などを行う。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○役務費 220,000 
○負担金、補助及び交付金 2,000,000 ２，９５７ 千円 ２，２２０ 千円 ２，２２０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

学校応援団実施事業数 ３，４７６ 事業 ６，０７５ 事業 ６，３５２ 事業 各学校応援団実施事業数の合計 

学校応援団員数 ７，０４０ 人 ７，６７８ 人 ９，７９５ 人 学校応援団員総数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

学校の活性化と家庭や地域の教育力の向上を図るため、学校・家庭・地域社

会が一体となり、相互に連携・協力した教育活動の展開が求められている。

市内のすべての小・中学校で組織されている学校応援団の学習支援、環境整

備、安心安全に係る活動により各学校の教育活動の充実が図られている。学

校応援団活動を一層推進することにより、学校教育の充実とともに、家庭・

地域の教育力の向上につながる。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

学校応援団員は毎年増加し、平成２２年度は９，７９５人となった。市内全

小・中学校で学校応援団が組織されており、安心安全に係る活動や学習支援

活動、学校の施設整備などの活動に取り組んでいる。これまで、地域の団体

独自で行ってきた活動も、学校応援コーディネーターを中心に学校応援団の

活動として位置付けることで、地域的な活動としての効率性が高くなってい

る。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

学校応援団の活動は年々充実し、応援団員も増加の傾向にある。学校応援団の活動を充実する

ために今後一層の支援を行う方向である。現在、ＰＴＡ保護者を除くと市内全校で 

約３，０００人の応援団員が登録されているが、応援団員の活動を補償するためにも保険予算

の確保は重要な課題である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

4  ～ 小学校理科支援員配置事業 ～ 

 

事業番号 ４ 小小学学校校理理科科支支援援員員配配置置事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

上尾市立小学校に理科支援員を配置することで、第５学年・第６学年児童の理科授業に 
おける観察・実験活動の充実を図り、理科が好きな児童を育てる。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小学校 全２２校  第５学年・第６学年児童 

事業の内容 
小学校に理科支援員を配置し、第５学年・第６学年児童の観察や実験など体験的な学習に
おける教員への支援、児童への学習支援を行うことにより、小学校理科教育の一層の充実
を図る。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費  770,000 
○役務費  76,000 ７４９ 千円 ２，０７９ 千円 ８４６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

理科支援員配置校数 ８ 校 ２２ 校 ２２ 校 理科支援員配置小学校数 

理科支援員配置時数（年間） １５ 時間 １５．５ 時間 ５．９ 時間 １学級あたりの年間支援時間数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

文部科学省が推進する「理数教育の充実」のための施策であり、新学習指導

要領の重点項目の一つでもある。理科離れが進みつつある学校教育の中で、

観察・実験等の体験活動を中心に支援する本事業の必要性は高い。平成２１

年度に続き２２年度も市内全小学校に配置したことで、学校からは、理科好

きの児童が増加した、理科の観察・実験が充実するとともに活動の安全性が

向上したとの報告を受けている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

配置先小学校が希望した配置日、配置時数と支援員の活動日、活動時数を適

合させている。小学校第５・６学年の観察・実験の支援を行うために最も適

切な日数、時数を事前に設定している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

理科好きな児童を育成することを目的とした本事業は、観察・実験を充実させることで、科学
に興味を持ち、科学的な思考力を身につけることにつながっている。本事業は、国の事業仕分
けにより、平成２４年度には統合・廃止される予定であるが、平成２１・２２年度の２年間、
市内小学校への全校配置により、理科室内の掲示物や観察・実験に必要な器具の整理を行うこ
とができた。今後は理科主任を中心に理科室経営を充実させることが重要である。そのため、
小学校教員の理科指導に関する指導力を一層向上させる必要がある。また、理科支援員の配置
は、理科教育充実に効果的であったことから、市独自の事業としての継続実施及び学校応援団
における学習支援ボランティア等による実施について、検討が必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 学校評議員制度運営事業 ～  5 

 

事業番号 ５ 学学校校評評議議員員制制度度運運営営事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

学校運営に関し、保護者や地域住民の意向を把握し反映させたり、協力を得たりするなど、
特色ある開かれた学校づくりを推進するため、学校評議員制度の運営充実を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立各小・中学校   各校５人×３３校＝１６５人 

事業の内容 学校評議員の委嘱及び学校評議員研修会の開催等 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 495,000 ○役務費 65,835 
○使用料及び賃借料 29,150 ９３９ 千円 ９２２ 千円 ５９０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

学校評議員会議開催回数 ３．１８ 回 ３．１８ 回 ３．１５ 回 
１校あたりの学校評議員会議の 
開催回数 

学校評価に対する意見聴取回数 １．４８ 回 １．７２ 回 １．６４ 回 
学校の自己評価等に対する 
評価委員からの意見聴取回数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

開かれた学校づくりを推進するため、学校評議員制度の活用を図ることによ

り、地域住民の学校運営への参画を図り、保護者や地域住民の意向を把握し、

学校運営に反映させることができる。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

学校評議員制度の活用により、開かれた学校づくりが一層推進されている。

また、校長が学校評議員会議を開催して意見を求めるとともに、外部評価の

一つとして活用され、学校運営の改善に活かしている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

学校評議員の任期は通算で３年間としており、より多くの方々から学校評議員としての意見を

いただけるようにしている。学校評議員に学校教育への理解を深めていただくために毎年度当

初、事例発表等の学校評議員研修会を実施している。研修会の一層の充実を図り、地域に開か

れた学校づくりを推進する。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

6  ～ 小・中学校校舎大規模改造（耐震補強）事業 ～ 

 

事業番号 ６ 小小・・中中学学校校校校舎舎大大規規模模改改造造（（耐耐震震補補強強））事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

地震発生等の災害時に児童生徒の安全を確保するとともに、地域住民の指定避難場所 
としての役割を果たす学校施設とするため。 

事業の対象 
対 象 数 

小学校２２校、中学校１１校の対象棟数１２２棟のうち、昭和５６年の新耐震基準を 
満たしていない校舎、屋内運動場 

事業の内容 
建物の強度、粘り強さを基にした耐震２次診断、耐震補強設計を実施し耐震補強工事及び 
トイレ改修工事を先行で実施する。耐震化終了後に老朽化改修工事を実施していく。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○委託料  46,295,550 
○工事請負費（決算額）   835,025,100 
   〃  （中央小契約済） 48,478,500 
   〃  合計      883,503,600 

１，２４８，１４４ 千円 １，２８７，９４１ 千円 ８８３，５０４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

耐震改修の棟別実施率 ５０．８ ％ ５９．０ ％ ６６．３ ％ 改修実施数/１２２棟×１００ 

改修棟数 １３棟 ７棟 ７棟（81棟） 当該年度改修棟数/（累計） 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

小・中学校は、児童生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の場であると同時に、

地震などの災害時には地域住民の指定避難場所となっている。早急な耐震補強

工事を実施することは児童生徒の生命を守るとともに地域防災の拠点として

の役割を果たす上でも、その必要性は極めて高い。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

耐震性能の低い校舎（Is値＜０．３）の耐震化を平成２４年度までに、その他

の校舎及び屋内運動場の耐震化を平成２５年度までに実施するように上尾市

立学校施設耐震化推進計画に基づき、計画的に事業展開をしている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

耐震化終了後は校舎の老朽化改修を計画立てて実施していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 小・中学校校舎改築事業 ～  7 

 

事業番号 ７ 小小・・中中学学校校校校舎舎改改築築事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

地震発生等の災害時に児童生徒の安全を確保するとともに、地域住民の指定避難場所 
としての役割を果たす学校施設とするため。 

事業の対象 
対 象 数 

昭和３９年以前に建築された校舎の残る、富士見小学校、中央小学校、上尾中学校の３校
を対象とする。 

事業の内容 
耐力度調査、基本設計、実施設計を経て改築工事を実施していく。富士見小学校について
は全面改築とし、中央小学校、上尾中学校については部分改築とする。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○委託料（富士見小工事監理） 22,050,000 
○ 〃 （中央小基本設計）  10,185,000 
○工事請負費（契約額）   2,441,565,000 

― ４５，４８６ 千円 ２，４７３，８００ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

富士見小工事出来高（％） ０％ ０％ ３０％ 22年度 30％、23年度 70％ 

中央小校舎改築工事   基本設計 23年度 実施設計 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

小・中学校は、児童生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の場であると同時に、

地震などの災害時には地域住民の指定避難場所となっている。 

耐震補強工事に該当しない老朽化した校舎は「改築」と位置付け、改築工事を

実施することは児童生徒の生命を守るとともに地域防災の拠点としての役割

を果たす上でも、その必要性は極めて高い。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

上尾市立学校施設耐震化推進計画に基き、耐震補強工事に係わるものは平成 

２５年度までに完了とし、改築工事に係わるものは平成２７年度の完了を目標

に計画的に事業展開をしていく。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

富士見小学校改築工事は平成２２年度～平成２３年度の２か年にわたる建設工事となってお

り、平成２３年８月に新校舎が完成した。現在、既存校舎の解体工事並びに外構工事に着手し、

平成２３年度末に外構を含め全てが完成する。また、中央小学校改築のための基本設計を平成

２２年度に実施し、今年度に実施設計を進め、平成２４～平成２５年度で改築工事を実施して

いく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

8  ～ 緑のカーテン整備事業 ～ 

 

事業番号 ８ 緑緑ののカカーーテテンン整整備備事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

教室内の温度の抑制、積極的な地球温暖化防止の取り組みを児童に経験させ、植物の日々
の生長を児童が間近で観察する学習効果を得る。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立各小・中学校 ２２校 

事業の内容 
南側に面する校舎の教室の前にネットを張り、ゴーヤやヘチマの苗を植え生長させること
により、緑のカーテンを形成する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○工事請負費：1,480,500 
― ９９８ 千円 １，４８１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２1年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

緑のカーテン設置率 ０ ％ ４．５ ％ ９．１ ％ ２校（芝川・上尾小）／２２校 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

市議会でも度々議論されるなど市民の関心は高い。 

校舎全体が日影となるため、緑のカーテン設置教室の温度は設置してない教室

に比べ２度程下がっており目標を満たしているものと考える。また、児童の感

想でも、植物の生長に対する感想が多く果実の収穫に喜びを見出しているよう

であり、学習効果が得られている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

金具やネット等の設置に対して施工が必要であったが、２年目以降について

は、教職員が主体となり学校応援団等の協力を得ながら設置するものとし、土

や苗の費用のみに軽減される。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

上尾市自然環境保全と緑化推進に関する条例や上尾市緑の基本計画においても、学校施設の緑

化が求められているので、今後も継続して実施していく。 

今後の課題としては、事業主体を教育委員会から各学校へと移行していくことが望ましいと考

える。各学校は学校応援団等からの協力を得て自主的に展開していくことにより、地域との連

携を深め、また、県からの補助金の獲得も有利になることから一気に事業を拡大することがで

きる。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 小・中学校コンピュータ整備事業 ～  9 

 

事業番号 ９ 小小・・中中学学校校ココンンピピュューータタ整整備備事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

デジタル機器を活用したわかりやすい授業の実施や、ネットワークを活用した校務の 
情報化を推進して、教育の質の向上及び校務効率化を図るため、学校コンピュータを整備
する。 

事業の対象 
対 象 数 

小・中学校の児童生徒及び教職員 
小学校・・・児童数１３，０４４人 教職員数６５３人 
中学校・・・生徒数 ６，１９６人 教職員数３７９人 

※児童・生徒数は、平成２２年５月１日現在の数値 
※教職員数は、平成２２年４月６日現在の県費・市費常勤教職員数（市費臨時事務職員を含む） 

事業の内容 
学校に配置しているコンピュータシステムの整備及び整備機器の保守 

※パソコン２，４９３台（教育用１，４２２台、校務用１，０７１台）、プリンタ、その他周辺機器 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○小学校  委託料 9,240,000 使用料及び賃借料 64,236,312 

○中学校  委託料 4,725,000 使用料及び賃借料 30,879,948 １０５，５２４ 千円 １５８，８４３ 千円 １０９，０８１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

教育用ﾊﾟｿｺﾝの目標達成率 
〔達成値…児童、生徒3.6人に1台〕 

２６．５％ ２６．５％  ２６．６％ 達成値／(児童数／整備台数)×100 

校務用ﾊﾟｿｺﾝの目標達成率 
〔達成値…教職員1人に1台〕 

５４．６％ １０２．０％ １０３．２％ 達成値／(教職員数／整備台数)×100 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

教育の情報化への対応は、今の社会には必要不可欠なものであり、同時に子ど

もたちの情報活用能力を育成することは、教育の必須項目となっている。次代

を担う子どもたちの将来を見据えながら、必要な教育を実施できる環境の整備

が、今後、更に求められるものである。そのためにも、学校ＩＣＴを活用した

教育を実施できる環境を整備し、効率的な学校運営を展開していくことが必要

である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

学習指導要領の改訂時期となる現在、国は学校ＩＣＴを積極的に取り入れる指

針を策定しているが、本市においても急速な情報化の進展に対応するために、

適切な機器・教材の整備、教員へのＩＣＴ活用研修を実施し、校務の改善等、

円滑な学校運営を図るうえで、十分な効果が期待できる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

教育の情報化への対応は急務であるが、厳しい財政状況などからＩＣＴ機器の整備が思うよう

に進んでいないのが現状である。文部科学省は、新学習指導要領の実施に対応した学校ＩＣＴ

の導入を進める指針を示しているが、今の環境及び予算を最大限に活用し、効率的な方策で進

めていかなければならない。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

10  ～ 小・中学校図書整備事業 ～ 

 

事業番号１０ 小小・・中中学学校校図図書書整整備備事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

子どもたちの自主的・自発的な学習活動を支援するとともに、豊かな感性や情操を 
はぐくむ読書活動を推進するため、「学校図書館図書標準」（平成５年３月文部省設定） 
を目標に、充実した学校図書館図書の整備を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

小・中学校の児童生徒 
小学校・・・児童数１３，０４４人 
中学校・・・生徒数 ６，１９６人   （平成２２年５月１日現在） 

事業の内容 学校図書館図書標準の早期達成に向け、図書の計画的な整備を図る。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○小学校…備品購入費 7,465,427 
○中学校…備品購入費 5,486,862 ２５，９８５ 千円 ３８，９３０ 千円 １２，９５２ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２１年度 平成２２年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

小学校 
図書標準目標達成率 ８２．２ ％ ８８．５ ％ ９１．６ ％ 現有冊数×標準冊数×100 

年度末現有数 １８４，１８７ 冊 １９８，２９１ 冊 ２０４，８６０ 冊  

中学校 
図書標準目標達成率 ７４．２ ％ ７９．６ ％ ８１．６ ％ 現有冊数×標準冊数×100 

年度末現有数 １０２，８４１ 冊 １１１，４９６ 冊 １１４，５６６ 冊  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

 など 

子どもたちの自主的・自発的な学習活動の場として、また、多くの情報を収集

できる場として、学校図書館の果たす役割は非常に大きいものである。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

整備指標である「学校図書館図書標準」の達成を目標として、平成１９年度か

ら２３年度までの整備計画を策定し取り組んでいる。現状では、整備計画の達

成までには至らないが、僅かながらではあるが目標に近づいている状況であ

る。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

学校図書館の蔵書冊数を目標値まで引き上げることのほか、図書のデータベースを作成して学

校図書館管理システムを稼動させる。システム化することによって、図書の検索が容易となり、

必要な図書を蔵書の中から探すことはもとより、新たに購入する図書も選ぶことができるた

め、効率的な運用が可能となる。子どもたちにとって、魅力的で充実した学校図書館にするた

めに、今後も整備を推進していく必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 準教科書・副読本整備事業 ～  11 

 

事業番号１１ 準準教教科科書書・・副副読読本本整整備備事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

体育科・社会科・道徳の授業において、準教科書及び副読本を用い、効果的に活用して 
児童生徒の基礎基本の定着、豊かな心の醸成を図る。  

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒  

事業の内容 
小・中学校の体育科、保健体育科の準教科書、社会科・道徳の副読本の無償給与と市独自
の「社会科副読本」「環境教育資料」の作成・配布を行い、授業内容の一層の充実を図る。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○消耗品費 12,599,290 
○印刷製本費 2,725,705 １６，１０８  千円 １５，１０８  千円 １５，３２５ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

道徳副読本給付率 ６７％ ６７％ ６７％ 配布冊数／児童生徒数×１００  

規律ある態度 
８０％達成項目数 ７８項目 ／１０８項目 ８９項目 ／１０８項目 ９３項目 ／１０８項目 

教育に関する３つの達成目標 
規律ある態度達成項目数（小・中学校合計） 

◎教育委員会の評価の結果  

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

道徳及び体育科・保健体育科では教科用図書が発行されていないため、道徳の授
業及び体育科、保健体育科の授業を充実するために必要である。道徳の副読本に
ついては、学習指導要領に準拠した内容であり、学校における指導計画は副読本
の内容を中心に計画されている。体育科の準教科書については、体の動きを視覚
的にとらえる資料として有効である。また、上尾市教育委員会が作成した社会科
副読本「のびゆく上尾」を小学校３年生に配布し、上尾市の地理や経済など実態
を踏まえた地域学習を効果的に展開している。道徳教育、体育科、社会科を効果
的に実践していくためには、本事業は有効かつ有益性が高い。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

年度当初に各学校へ配布して有効活用を図っている。道徳副読本は道徳の時間を
学年で同一にしないことで、学年の児童生徒数の６７％の配布とし、費用対効果
を高めているが、１００％配布を行えば、より柔軟な時間割編成が行えると考え
る。また、社会科副読本は、上尾市教育委員会が作成することで、費用の削減を
図るとともに、児童の実態に応じた学習内容としている。また、教師用指導資料
を作成し授業の充実を図っている。  

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

国語科や算数科・数学科等の教科用図書は、国の補助により無償給与であるが、教科用図書のない
道徳や体育・保健体育、特別に資料が必要な社会科においては、授業の充実を図るために準教科書
や副読本が必要である。道徳の副読本については、学校備品とし、複数年にわたり使用できるよう
にしているが、授業において書き込みなどができないなどの課題もある。また、環境教育において
は資料の更新が必要なことから３年に１度、予算を計上し作成していく。今後も継続して事業を行
うことで、学校・教員による指導内容の偏りを防ぎ、本市の教育水準を高める。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

12  ～ 学校図書館支援員派遣事業 ～ 

 

事業番号１２ 学学校校図図書書館館支支援援員員派派遣遣事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

読書活動を推進するとともに、学校図書館の教育効果を組織的に高めることで、児童生徒
に「確かな学力」と「豊かな心」を身につけさせる。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 
児童生徒に「確かな学力」と「豊かな心」を身につけさせるため、読書活動は不可欠 
である。各小・中学校図書館の充実を図り、読書活動を推進するため、図書館支援員８人
を各学校に週１日派遣する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 6，372,720 
５，９５７ 千円 ６，２１２ 千円 ６，３７３ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

１校あたりの巡回数（平均）  ４３ 回 ４３ 回 ４３ 回 各支援員の巡回数の合計／３３校 

学校図書館支援員数 ８ 人／３３ 校 ８ 人／３３ 校 ８ 人／３３ 校 
小・中学校３３校に対する 
支援員の配置数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

「読解力の育成」や「読書活動の推進」が強く求められる中、計画的な利用と機
能の活用を行うために、司書教諭を補助する役割としての図書館支援員の存在意
義は大きい。成果は、図書の配架、掲示物の充実、広報活動、読み聞かせ等、多
方面にわたっている。また、司書や司書教諭の有資格者として、児童生徒の読書
指導の補助も行っている。また、「子ども読書の日」の取組や図書室を利用した
授業の補助、推薦図書の選定と提示、レファレンス（調べ学習等における本の紹
介・案内）等が実績報告されている。学校応援団などのボランティアの活動に対
する支援や情報提供を行っているケースもある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

各支援員の派遣に関しては、効率性を考慮し、配置や巡回を行っている。市内 
３３の小・中学校を８人の支援員で担当するため、１人あたりが４校を担当（う
ち１人は５校を担当）している。また、近隣の小・中学校ごとに担当者を決めて
いるため、地域内の学校図書館に関する情報収集が可能となり、同一地域内でほ
ぼ同レベルの活動が期待できる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

支援員の配置により司書教諭の業務が補助され、支援員は、学校図書館の充実・読書活動の推進に大き
く、貢献していると評価できる。また、近年は、図書館司書、司書教諭等の有資格者として、読書指導
や学校図書館を利用した授業の補助を行うケースが増加しており、業務の幅と役割の重要性は年々増し
ている。しかし、週１回の支援で、多くの業務を行うことは困難であり、「回数の増加」や「常駐」の要
望が多方面から寄せられている。読書好きの子どもをはぐくむことは、豊かな心を育てるとともに学力
の向上にもつながることから、市内３３校への図書館支援員を常駐配置することが課題である。読み聞
かせや貸出業務など、保護者等のボランティアも必要であるが、専門性の高い業務については、支援員
の力が必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 小・中学校教育教材整備事業 ～  13 

 

事業番号１３ 小小・・中中学学校校教教育育教教材材整整備備事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

授業等で使用する学習教材、教具の整備・充実に努め、学習環境を整備する。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 授業等で使用する学習教材、教育用コンピュータで使用する教材ソフトの整備 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○小学校…備品購入費 25,306,566 
○中学校…備品購入費 17,014,655 ４５，６１９ 千円 ４９，３３９ 千円 ４２，３２１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

小学校の児童１人当たりの支出額 ２，１６５ 円 ２，２５１ 円 １，９４０ 円 小学校事業費／児童数 

中学校の生徒１人当たりの支出額 ２，８０４ 円 ３，２０１ 円 ２，７４６ 円 中学校事業費／生徒数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

教育教材は、学習内容を習得するためのアイテムとして必要不可欠なも
のである。授業等に合わせて多くの教材を整備できるよう、また、有効
に使われるよう精査しながら進める必要がある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

学校規模に応じて備品購入費を配当している。平成２１年度からは、理
科備品の国庫補助金を受けており、限られた予算の中で効率的に整備を
続けている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

子どもたちが個々で使用するものは、原則、保護者負担としているが、そのほかの教

材は、できる限り公費で対応できるよう、事業を進めていく必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

14  ～ 学区域見直し地区巡回誘導員配置委託事業 ～ 

 

事業番号１４ 学学区区域域見見直直しし地地区区巡巡回回誘誘導導員員配配置置委委託託事事業業   担当 学務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

学区域の見直し計画の進捗に伴い、平成２２年度以降の新入学児童が学区域変更後の 
小学校に通学する際の登下校の安全を確保する。 

事業の対象 
対 象 数 

上郷地区、浅間台・小泉地区、地頭方・壱丁目地区 

事業の内容 
学区域の変更により、低学年の児童だけで登下校することに不安があるため、誘導員を配
置し、新入学児童及び低学年の児童の登下校の安全を確保するための事業を委託する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 4,601,000 
１，０８０ 千円 ４，５８６ 千円 ４，６０１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

選択校を選ぶ新入生の割合 １２ ％ １２ ％ １４ ％ 
選択校を選ぶ新入生／地域の新入生の総数 
(誘導員配置地域) 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

学区の調整の過程で、低学年で通学班を編成せざるを得ない児童の安全
を確保するため、低学年を対象に誘導員を配置するものである。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

学校の規模を平準化し、効果的、効率的な学校運営を目指すため、対象
となる調整区域の多くの児童に選択校を選んでもらう必要がある。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

調整区域において選択校を選ぶにあたり、新入学児童の保護者が通学の際の不安を訴
えることが多い。それに対し、誘導員の配置によって通学の安全を図る制度があるこ
とで、対象地区で選択校を選ぶ児童が増加した。このような児童が増加することによ
り、当該学校環境が改善され、より地域に密着した学校運営が可能になる。今後は選
択状況を鑑みながら、選択校を指定校に変更した学区域を編成する必要がある。 
なお、指定校に変更し通学する児童が増加した段階で通学班の編成が可能となり、誘
導員配置の目的が達成される。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 学校安全パトロールカー事業 ～  15 

 

事業番号１５ 学学校校安安全全パパトトロローールルカカーー事事業業   担当 学校保健課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

市内各中学校１１校に、学校防犯パトロールカーを配備し、教職員、ＰＴＡ、事務区など
と連携し、地域防犯パトロールを実施し、登下校の安全と地域の犯罪抑止力を期するもの。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 
各中学校区単位に青色回転灯とスピーカーを装備した白黒ツートンの巡回用パトロール 
カーを配備し、学校・ＰＴＡ・事務区等の協力のもと、学区内パトロールを実施する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費             472,865 
○使用料及び賃借料 2,816,195 ３，２６０ 千円 ３，２８３ 千円 ３，２８９ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

月あたりパトロール回数 １６．３ 回 １７．５ 回 １５．９ 回  

登下校時の事故件数 １１ 件 １１ 件   １２ 件  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

児童生徒を狙った犯罪や不審者の問題は社会の大きな関心事であり、ま
た、児童生徒の交通事故防止は最重要課題である。これらの課題解決に
向けて、学校、家庭、地域が連携して取り組むことは、今後ますます必
要となってくる。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

中学校区ごとにパトロール会が組織され、地域の実態に合わせて、学校、
ＰＴＡ、事務区等が連携して、効率的なパトロール活動が実施されてい
る。 
また、児童生徒を狙った犯罪・不審者情報の際には、巡回パトロールを
強化するなど、危機管理の向上に機能した。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

「地域の子どもたちを地域で守る」具体的な活動として、着実に定着し浸透してきて
いる。今後、運転者登録及びパトロール実施者証取得者の増大に対応し、事業運営の
見直しを行い、より効率的な運営を図る必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

16  ～ 上尾道路安全誘導員配置事業 ～ 

 

事業番号１６ 上上尾尾道道路路安安全全誘誘導導員員配配置置事事業業   担当 学務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

上尾道路の工事及び部分的開通に伴い、児童が小学校に下校する際の安全を確保する。 

事業の対象 
対 象 数 

壱丁目地区 

事業の内容 
上尾道路を横断し、通学することに危険があるため、誘導員を配置し、児童の下校時の安
全確保を図る。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 1,088,190 
― ― １，０８９ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

上尾道路横断路内の事故件数 

(登下校時/小学生) 
― ― ０ 件  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

地下通路は自転車がスピードを出して往来するため、登下校の際非常に
危険が伴い、不安視されている。このため、登校時は通学班を編成し、
また学校応援団等のボランティアによる見守りを行うとともに、下校時
は誘導員を配置し、児童の下校の安全確保を図る。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

対象は壱丁目地区から今泉小学校に通う１年から６年までの３７人の
児童であり、２時半から４時半まで下校時の安全を確保している。任務
にあたる誘導員は１人。(延べ２人で対応) 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

上尾道路が市に移管されることにより、道路の安全確保は市の責任になる。今後は警
察・市民安全課との協議、及び地域・学校との協力体制により安全確保を図る必要が
ある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ さわやか相談室運営事業 ～  17 

 

事業番号１７ ささわわややかか相相談談室室運運営営事事業業   担当 教育センター 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

児童生徒・保護者の身近な相談機関として中学校に相談員を配置し有効に機能させる。不
登校生徒が学級復帰を果たすまでの第一段階として、教育相談主任・学級担任等と連携し
て、生徒個々にカウンセリング等を実施しながら学級復帰をめざす。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立中学校全１１校に配置 

事業の内容 
児童生徒・保護者等の様々な相談に応じるため、市内中学校のさわやか相談室に相談員を
配置する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報酬 17,101,500  ○旅費 307,090 
○需要費消耗品 132,234 ○役務費 11,000 １７，３２６ 千円 １７，５０８ 千円 １７，５５２ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

相談室の相談件数 １６，５２３ 件 １２，３６６ 件 １４，０７３ 件  

相談室の解消率 ５３ ％ ５６ ％ ７９ ％ 解決件数／相談件数×１００ 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

さわやか相談室では、生徒の学級や部活動での悩みに対応したり、学級に行け

ない不登校傾向のある生徒へのカウンセリングや学習支援を行ったりしてい

る。管理職、教育相談主任、スクールカウンセラー、特別支援教育支援員と連

携を図り、いじめや不登校等の問題の改善を図り、成果を上げている。学校適

応指導教室とも連携を図り、生徒の学級復帰を着実に進めていく重要な業務で

ある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

上尾市教育センターとの連携を図り、さわやか相談室の機能を充実させてい

る。悩みを抱える児童生徒、保護者、教職員のため、研修会をとおして、さわ

やか相談室相談員の資質向上と対応力向上を図り、市内中学校１１校の相談室

が学校差なく効率的に運営される必要がある。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

登校しぶりや不登校等、様々な悩みを抱える生徒のカウンセリングや学習支援を実施したり、
適応指導教室から学校復帰を果たした生徒の最初のステップとなったり、さわやか相談室の意
義はたいへん大きい。そのため、学校・さわやか相談室・教育センター間の連携をより綿密に
図るとともに、さわやか相談員の資質向上が課題である。学校・さわやか相談室・教育センタ
ーがそれぞれの役割を果たし、連携を強化させることで、不登校解消のための成果が期待でき
る。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

18  ～ 不登校児童生徒の学校適応指導事業 ～ 

 

事業番号１８ 不不登登校校児児童童生生徒徒のの学学校校適適応応指指導導事事業業   担当 教育センター 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

不登校児童生徒のうち、学校復帰に意欲のある者の自立に向けた指導・支援を行うことに
よって、学校への完全復帰を目指す。 

事業の対象 
対 象 数 

不登校児童生徒、保護者及び学校関係者 約１５０人 

事業の内容 
不登校児童生徒の自立と学校生活への適応を図り、学校に復帰させることを目的として
様々な指導・援助を行う。体験学習を多く取り入れた活動や学生ボランティアによる学習
支援を実施する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償 4,050,000  ○報償費 205,400 
○旅費 117,920 ○需用費 99,162 
○役務費 3,120 ○負担金、補助金及び交付金 10,000 

４，４０４ 千円 ４，４６７ 千円 ４，４８６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

適応指導教室の入級率 ４ ％ １３ ％ ８ ％ 入級者／相談者数×１００ 

学校への復帰率 １００ ％ １００ ％ １００ ％ 学校復帰した人数／入級者×１００ 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

友達との人間関係や親子関係、無気力等のさまざまな理由があって、不登校に

なってしまうことがあり、不登校の子どもたちを支える居場所や受け入れる場

所が必要である。学校においてはさわやか相談室等であり、教育センターにお

いては学校適応指導教室がその役割を担っている。学校適応指導教室は、カウ

ンセリング、体験学習や自主学習をとおして、児童生徒への指導・支援を適宜

行い、学校のさわやか相談室や保健室等への登校につなげている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

上尾市教育センターの教育相談事業やＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）

との連携を図り、相談員からの情報をもとに、学校適応指導教室指導員の３人

が入級した児童生徒を担当し、学校復帰に向けた指導・支援を行っている。そ

の結果、昨年度入級した児童生徒は１００％学校復帰を果たしている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

不登校児童生徒を支援するためには、その背景にある身近な保護者の意識改革が必要である。
そのために、今後も各学校（学級担任やさわやか相談室等）及び家庭との連携・連絡を密にす
るとともに、保護者の意識を変える研修の充実を図っていく。基本的な学習・生活習慣と学力
や意欲との相関関係から保護者への啓発活動を一層推進していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 教育相談事業 ～  19 

 

事業番号１９ 教教育育相相談談事事業業   担当 教育センター 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

幼児・児童生徒と保護者及び学校関係者が抱える教育問題等を解消する。特に不登校児童
生徒については、学校（相談室・適応指導教室を含む）に復帰させる。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市在住の幼児、児童生徒、保護者及び関係者  約４５,０００人 

（内訳：幼児、児童生徒数約２２，０００人、保護者数約２２，０００人、学校関係者約１，０００人） 

事業の内容 
幼児・児童生徒及び保護者の教育問題等に関する相談、軽度発達障害のある児童生徒の相
談及び各種知能検査・発達検査を行う。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報酬8,985,000 ○報酬費18,000 
○旅費201,700  ○需用費104,990 ９，１３０ 千円 ９，３５３ 千円 ９，３１０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

教育相談延べ回数 ４，４４０ 回 ３，４２４ 回 ３，８２９ 回  

相談解消率（不登校を除く） ９０ ％ ９４ ％ ９０ ％ 解消者数/相談者数×１００ 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

平成２２年度の不登校児童生徒数は１４８人であり、平成１８年以降４年間では
最も低い数値であった平成２１年度の数値（１３９人）を上回っている。これま
で減少傾向にあった数値が小・中学校ともに上昇している背景には、本人の問題
（性格・行動、学習・発達等）及び本人を取り巻く環境（教育一般、家庭生活）
等様々な要因が考えられる。不登校以外でも、学校と家庭との連携、躾等で悩み
を抱える保護者の相談も増加している。これらの状況を改善するためにも、当セ
ンターにおける教育相談事業は必要である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

現在、副主幹１名、臨床心理士１名、相談員４名が教育相談を担当している。平
成２２年度の延べ相談回数の月平均は約３１９回である。また、４１６回に達し
た月もあり（２、３月）、相談員の月当たりの延べ相談回数は７９回を越える。平
成２１年度と比較すると延べ人数は４００人以上の増加の値を示しており、性
格・行動に起因する相談が多く、内容が複雑化している現状がある。このことか
ら、各学校との連携を密に取り合い、教育相談業務の効率性の一層の維持・向上
を図る。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

大幅に減少した昨年度（平成２１年度）と比較し、不登校児童生徒数は９人増となっている。また、
相談件数は大きく増加し、厳しい状況となっている。不登校を出さないための取組や、学校復帰さ
せるための取組の成果を上げるには、学校や家庭と教育センターの連携強化及び、教育センターの
相談機能の充実・学校適応指導教室の有効活用が必要である。また、平成２３年度よりスーパーバ
イザーを置き、教育センターの相談員並びに指導員の資質向上及び、教育相談や就学指導の充実と
効果を高めるために、年３回のスーパーバイズ（研修会）を実施する。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

20  ～ 魅力ある学校づくり事業 ～ 

 

事業番号２０ 魅魅力力ああるる学学校校づづくくりり事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

各学校が教育課題の研究をとおし、教員の指導力の向上を図り、児童生徒・保護者・地域
から信頼される学校を築く。  

事業の対象 
対 象 数 

市立幼稚園・小・中学校 

事業の内容 

市立幼稚園及び小・中学校において教育課題の研究を推進する。各学校に対して、３年ご
とのサイクルで、２年間の計画的な研究を委嘱している。各学校では創意工夫を生かした
教育活動を展開することにより、魅力ある学校づくりを行う。また、上尾市教育研究会に
対して、全体研修会や各部会の研究の補助金を交付し、教職員の資質の向上を図る。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○負担金、補助金及び交付金 6,789,000  
６，７８９ 千円 ６，７８９ 千円 ６，７８９ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

委嘱研究発表校数 １１校／３３校 １１校／３３校 １１校／３３校 年間委嘱研究発表校 

市学力調査平均値  
小学校 ５１．９ ５２．５ ５２．２ 

全国平均を５０としたときの市の平均値 
中学校 ５０．９ ５０．９ ５１．０ 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

児童生徒一人一人の学力向上は、学校の最重要課題であるとともに、市民ニーズでも

ある。市の教育水準を高めるため、各学校が児童生徒の実態を踏まえ、実践を重ね、

指導方法の工夫改善などの研究に取り組むことは、教職員の指導力の向上を図る有効

な取組である。また、各学校では、研究のまとめとして研究発表を行うことで、市内

全校に研究成果を広め、市全体の教育力の向上を図ることができる。市内教職員が組

織し、主体的に研修・研究に取り組んでいる上尾市教育研究会へ補助することで、指

導力の向上を図ることができる。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

全小・中学校が、３年サイクルで（研究準備→研究１年目→研究２年目<研究発表>）

研究を行なっている。各研究委嘱校には、研究準備段階５万円、研究１年目１０万円、

研究２年目に３５万円を研究交付金として交付している。各学校では、予算を活用し

て、計画的に研究実践を行うとともに、学習環境を整備するなど充実した教育環境が

整えられ、相乗的に研究成果を高めている。  

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

３年間を見通した研究を進めることは、本市の教職員の指導力の向上や、学校の教育力向上に資する有

効な手段の一つであり、今後も継続して行っていく必要がある。また、市内各学校へ広く研究を発表す

ることで、３年間の研究実績を全市的に共有化し、効率的・効果的に学校の教育水準の向上が期待でき

る。さらに、各学校では、他校の研究成果をもとに指導方法の工夫改善等を図り、特色ある取組・魅力

ある学校づくりを一層推進することができる。市の教育水準の向上を図るため、各学校への研究準備段

階からの交付金支給額及び研究内容等による補助金の配分割合、年間の委嘱研究発表校数について検討

が必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 指導法改善事業 ～  21 

 

事業番号２１ 指指導導法法改改善善事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

必要な図書・資料の配布、研修会の開催・参加をとおして、適正な教育課程の編成・実施、教
員の指導力の向上及び授業の充実を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

全児童生徒・教員及び管理職 
各種研修会等参加者 

事業の内容 
教師用指導用図書等の購入、学力向上プラン印刷製本（全校配布）、 
上尾市の教育「指導の重点・努力点」の印刷製本（全教職員への配布）等 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○旅費 93,230 ○需用費 1,138,980 
○使用料及び賃借料 17,400  
○負担金、補助及び交付金 357,300 

１，３３３ 千円 １，６８１ 千円 １，６０６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

研修会実施数 ３６ 回 ３７ 回 ３７ 回 研修会実施回数 

市学力調査平均値  
小学校 ５１．９ ５２．５ ５２．２ 

全国平均を５０としたときの市の平均値 
中学校 ５０．９ ５０．９ ５１．０ 

指導の重点・努力点 配布数 ９２８ 冊 ９３３ 冊 ９３５ 冊 小・中学校教職員への配布数 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

教育基本法、学校教育法、学習指導要領等法令に基づいて適正な教育課程を
編成し、実施するとともに、学力向上及び教育活動の充実を図るため教員の
資質・能力の向上を図ることは重要である。児童生徒の学力向上を目指し、
指導方法の工夫改善を図るため、研修会等を実施し、教員一人一人の指導力
を高めるとともに、教師用指導用図書の配布により、充実した授業を展開す
ることができ、学校における教育活動の充実が図られている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

上尾市の指導の重点・努力点を作成し全教員へ配布すること及び学力向上プ
ランの全校配布により、効率的に市の教育方針の周知徹底を図るとともに、
指導方法の工夫改善を図り、授業を充実することで、児童生徒の学力向上が
図られている。また、最新の情報等を提供するとともに、指導方法の工夫改
善を図るため、ＩＣＴ活用研修会、道徳教育研修会等を実施し、教員の資質
向上が効率的に行われている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

平成２３年度から小学校、平成２４年度から中学校で新学習指導要領が全面実施となり、学習
内容が増加されることから、授業の質の維持向上と指導方法の工夫改善が今後さらに重要とな
る。指導内容の理解を深め、指導方法の向上を図るため、研修会等の内容を一層充実させると
ともに、新学習指導要領に対応した図書の購入・配布等教育環境の整備を一層図る必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

22  ～ 入学準備金・奨学金貸付事業 ～ 

 

事業番号２２ 入入学学準準備備金金・・奨奨学学金金貸貸付付事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

進学の意欲を有する者で経済的な理由により就学困難なもののために、入学準備金又は奨
学金の貸付を行い、有用な人材を育成する。 

事業の対象 
対 象 数 

入学準備金「市内に引き続き１年以上居住し、市税を完納している者」など条件あり 
奨学金「市内に引き続き１年以上居住し、市税を完納している世帯の子女」など条件あり 

事業の内容 

入学準備金 ①高等学校（特別支援学校含む）・高等専門学校・専修学校高等課程 
        公立…２０万円 私立…３０万円 
      ②短期大学・大学・専修学校専門課程 
        公立…３０万円 私立…５０万円 
奨学金 ①高等学校（特別支援学校含む）・高等専門学校・専修学校高等課程 月額１万円 
     ②短期大学・大学・専修学校専門課程 月額２万円 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○入学準備金貸付6,000,000円(15件) 
○奨学金貸付2,400,000円(新規1、継続9件) 
○口座振替手数料3,074円 

１０，５６４ 千円 ８，１２４ 千円 ８，４０４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

貸付決定割合 ９３ ％ ９０ ％ ６６ ％ 新規貸付人数／新規貸付申請人数×100 

現年分返済収納率 ９４．５ ％ ９５．１ ％ ８８．６ ％ 収入済額／返済予定額×100 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

入学準備金においては、申請件数の増加により貸付決定割合が下がってきてい

るが、申請者の経済的状況を審査し適正に貸付ができている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

広報や中学校に案内を出すなど周知を行いながら、条件に合う申請者には貸出

決定できている状況である。 

償還については、厳しい経済状況のため返済が滞るケースが増える傾向にあ

る。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

入学準備金は、一時的に大きな出費があるため申請が多いので必要性が高い。 

奨学金は、申請者が減少傾向にあり、学生支援機構や県においても同様の制度があるため、そ

の動向を注視していく。 

対象や貸付条件を検討し、利用者を絞るとともに借りやすい制度となるよう研究する。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 幼稚園就園奨励費補助事業 ～  23 

 

事業番号２３ 幼幼稚稚園園就就園園奨奨励励費費補補助助事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

幼児を幼稚園に通園させている保護者の経済的負担を軽減し、公・私立幼稚園間の保護者
負担の格差を是正し、幼児の幼稚園への就園の機会を確保する。 

事業の対象 
対 象 数 

満３歳児・３歳児・４歳児・５歳児を幼稚園に通園させている保護者のうち所得要件を 
満たす者（平成２２年度実績 ３，０５３人） 

事業の内容 
幼児を幼稚園に通園させている保護者に対し、家庭の所得状況に応じて保育料の減免また
は補助金を交付する。（国庫補助事業） 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費  787円 
○負担金、補助及び交付金 270,842,200円 ２３１，４９８ 千円 ２４５，０４４ 千円 ２７０，８４３ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

幼稚園就園率 ８２．７ ％ ８４．０ ％ ８４．２ ％ 
全幼稚園児数/（人口－保育所等通園児数） 
※市内在住 3,4,5歳児 

補助金支給率（公立） １０．８ ％ １０．０ ％ １１．９ ％ 補助対象園児数/公立幼稚園児数 

補助金支給率（私立） ７２．９ ％ ７３．６ ％ ７７．５ ％ 補助対象園児数/私立幼稚園児数 

幼稚園保育料（年額） 
公立 ９０，０００ 円 ９０，０００ 円 ９０，０００ 円 （私立幼稚園保育料） 

出典：(社)全埼玉私立幼稚園連合会 発行 
埼玉県内私立幼稚園経営実態調査報告書 私立 ３０６，０８０ 円 ３０３，０６７ 円 ３０２，４００ 円 

1 人当たり平均補助額 ７５，９５０ 円 ８４，１４０ 円 ８８，７１０ 円 対象人数/総補助額 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

幼稚園への就園を希望する幼児の保護者は多く、幼児教育においても幼稚園への
就園は重要であるが、幼児の保護者は相対的に若く、経済的負担が大きい状況で
ある。また、公私立幼稚園間の保育料格差が大きいため、是正が必要である。 
そこで、所得状況に応じた保育料の減免または補助を行うことで、経済的負担を
軽減し、幼稚園への就園機会の確保を図り、一定の成果が上がっている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

保護者負担を軽減するとともに公・私立幼稚園間の格差是正が図られ、幼児教育
の機会の確保につながり、さらには就学後の教育の充実につながるという波及効
果を考えると本事業は効果的な成果をもたらしていると考えられる。 
国庫補助限度額が毎年改定されるため、判定作業には電算システムを効果的に活
用している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

国庫補助限度額がほぼ毎年引き上げられ、保護者の経済的負担が軽減されとともに公・私立幼稚園
間の格差の是正が図られてきている。 
事業目的が同様である「私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業」とのあり方について研究してい
るところであるが、従来対象となる保護者が対象から外れるなどの影響がないよう、慎重な検討が
必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

24  ～ 私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 ～ 

 

事業番号２４ 私私立立幼幼稚稚園園児児保保護護者者負負担担軽軽減減費費補補助助事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

私立幼稚園に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減し、公・私立幼稚園間の保育料の
格差を是正する。 

事業の対象 
対 象 数 

基準日現在（当該年度の１０月１日）上尾市に住民登録のある満３歳児・３歳児・４歳児・
５歳児を私立幼稚園に通園させている保護者（平成２２年度実績 ３，８４７人） 

事業の内容 
所得状況に関わらず、幼児を私立幼稚園に通園させている保護者を対象に、幼児１人につ
き、第１子は１８，０００円、第２子は２０，０００円、第３子以降は２５，０００円を
補助する。（同一世帯から同時に複数の幼児を私立幼稚園に通園させている場合に第２子、第３子以降とする。） 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○負担金、補助金及び交付金 69,759,000 
７４，３３９ 千円 ７０，９２０ 千円 ６９，７５９ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

私立幼稚園就園率 ８２．４ ％ ８３．７ ％ ８２．９ ％ 
全幼稚園児数/（人口－保育所等通園児数） 
※市内在住 3,4,5歳児 

幼稚園保育料（年額） 
公立 ９０，０００ 円 ９０，０００ 円 ９０，０００ 円 （私立幼稚園保育料） 

出典：(社)全埼玉私立幼稚園連合会 発行 

埼玉県内私立幼稚園経営実態調査報告書 私立 ３０６，０８０ 円 ３０３，０６７ 円 ３０２，４００ 円 

補助金支給率 ９８．７ ％ ９８．２ ％ ９８．４ ％ 補助対象園児数/私立幼稚園児数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

幼児教育は義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして重要なもので

あるが、幼児の保護者の経済的負担は相当過度な状況にある。本事業は家庭の

所得状況にかかわらず一律で補助金を交付することから、幼稚園への就園機会

をより促進し、経済的側面から幼児教育の振興を図っている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

基準日（１０月１日）において補助金の交付対象者を決定することから、「幼

稚園就園奨励費補助事業」とは別に交付対象者の判定を行うため、事務が複雑

化しており、また、判定作業や支給作業にも労力を費やしている。事業執行体

制の改善を常に心がけなければならない。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

保護者の経済的負担を軽減する事業としては、市単独事業である本事業と国庫補助事業である

「幼稚園就園奨励費補助事業」とがあり、相互に補完しているが、対象が異なるために事務が

煩雑化している。事業の統合も視野に入れ研究しているところであるが、従来対象となる保護

者が対象から外れるなどの影響がないよう、慎重な検討が必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 小・中学校特別支援教育就学奨励事業 ～  25 

 

事業番号２５ 小小・・中中学学校校特特別別支支援援教教育育就就学学奨奨励励事事業業   担当 学務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

教育の機会均等の趣旨にのっとり、特別支援学級への就学の特殊事情を鑑みて、その保護
者の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育を普及奨励する。 

事業の対象 
対 象 数 

小学生：受給者１１６人（対象者１２３人） 
中学生：受給者 ５７人（対象者 ５９人） 

事業の内容 
市内小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別
支援教育の普及奨励を図るため、対象となる経費の一部を補助する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○扶助費（小学校）2,981,316 
○扶助費（中学校）2,158,661 ４，８１９ 千円 ５，３５６ 千円 ５，１４０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

奨励費申請書の配布・回収 
小学校 ９９ ％ ９７ ％ ９８ ％ 

回収数／配布数（在籍者数）×１００ 
中学校 ９６ ％ ９３ ％ ９２ ％ 

奨励費受給者の割合 
小学校 ９５ ％ ９５ ％ ９２ ％ 

受給数／特別支援学級在籍者数×１００ 
中学校 ７８ ％ ９１ ％ ８９ ％ 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

障害児を持つ保護者への経済的負担の軽減を図ることから必要性は高く、申請

者はほぼ全員支援の該当となり、特別支援学級の適切な利用促進を図るために

も必要な事業である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

学校と円滑にかつ速やかに連絡を取り合い、効率よく事務を執行している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

特別支援学級への就学の特殊事情を鑑みて、その保護者の経済的負担を軽減することで特別支

援教育を普及奨励し、また全国均一で補助が受けられるよう現状維持が必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

26  ～ 小・中学校就学援助費補助事業 ～ 

 

事業番号２６ 小小・・中中学学校校就就学学援援助助費費補補助助事事業業   担当 学務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

経済的理由により就学困難と認められる学齢児童または生徒の保護者に対し、必要な援助
を行い、義務教育の円滑な実施を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

小学生 ９３７人 

中学生 ５７１人 

事業の内容 
経済的理由により就学が困難と認められる市内の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者
に対して、就学に必要な経費の一部を援助する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○扶助費（小学校）18,516,421 
○扶助費（中学校）26,744,438 ３７，３８４ 千円 ４２，０６１ 千円 ４５，２６１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

就学援助申請受付数 
小学校 ９０６ 件 ９６６ 件 ９７５ 件 

 
中学校 ４８６ 件 ５６８ 件 ５９３ 件 

需給者の割合 
小学校 ９６ ％ ９４ ％ ９６ ％ 

 
中学校 ９５ ％ ９５ ％ ９６ ％ 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する援助

は保護者の負担軽減と義務教育の円滑な実施にするためにも必要である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

迅速に効率よく、事務執行をしている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

児童生徒の義務教育の円滑な実施のためにも現状維持が妥当と思われる。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 要・準要保護児童生徒医療費援助事業 ～  27 

 

事業番号２７ 要要・・準準要要保保護護児児童童生生徒徒医医療療費費援援助助事事業業   担当 学校保健課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

経済的な理由により、就学困難な児童生徒の保護者に対して学校病（伝染性または学習に
支障を生じる恐れのある疾病で、学校保健安全法施行令第８条で定めるもの）についての
医療費の援助を行う。 

事業の対象 
対 象 数 

要保護２０人、準要保護１７９人、計１９９人（延べ人数） 

事業の内容 
生活保護受給者（要保護）、教育委員会が認めた準要保護世帯に対し、学校保健安全法施行
令第８条で定めた学校病に係る医療費を援助する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○要保護者   278,190円 
○準要保護者  889,923円 １，２５７ 千円 １，２６２ 千円 １，１６８ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

医療券交付人数 ５８５ 人 ６４２ 人 ６３６ 人  

医療券使用人数 １９６ 人 ２２３ 人 １９９ 人  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

医療費を援助することにより、保護者の負担が軽減され、児童生徒が適切な治

療を受けることができた。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

学務課で行っている就学援助費のうち、給食費と医療費を学校保健課で援助し

ており、学務課と連携をとりながら効率よく事業を行っている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

準要保護の児童生徒の医療費は、平成２３年度から子ども医療費で対応することと 

なった。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

28  ～ 準要保護児童生徒給食費援助事業 ～ 

 

事業番号２８ 準準要要保保護護児児童童生生徒徒給給食食費費援援助助事事業業   担当 学校保健課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

経済的に学校給食費の支払が困難である保護者に対して援助を行うことにより、当該保護
者の経済的な負担を軽減する。 

事業の対象 
対 象 数 

就学困難な児童生徒  １，５０８人 

事業の内容 
経済的な理由により、就学困難な児童生徒の保護者に対して学校給食費の援助を行う。援
助額は、小学校は月額3,900円、中学校は月額4,500円である。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○扶助費 63,185,948円 
５５，７８２ 千円 ６０，３８４ 千円 ６３，２２０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

事業の援助率 １００ ％ １００ ％ １００ ％ 援助額／給食費×１００ 

援助対象人数 １，３３４ 人 １，４４４ 人 １，５０８ 人  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

認定者について、給食費全額を援助することにより、保護者の負担が軽減され

た。認定者については、毎年増加傾向にあるが、より制度の周知を図る必要が

ある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

実費の援助を行うことにより、児童生徒の給食が保障された。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

経済的に困窮している家庭は今後も増加することが予想される。学校給食の円滑な運営のため

にも援助していくことが必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 私立幼稚園委託事務補助事業 ～  29 

 

事業番号２９ 私私立立幼幼稚稚園園委委託託事事務務補補助助事事業業   担当 総務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

幼児教育振興を図るため、私立幼稚園の設置者に対し、補助金を交付する。 

事業の対象 
対 象 数 

学校教育法第4条第1項の許可を受けて設置された市内の私立幼稚園設置者 ２１園 

事業の内容 
市が依頼する事務に要する経費、園児の健康診断に要する経費、自動体外式除細動器の設
置に要する経費を８７万円を限度に交付する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○870,000円×21園 
１８，２７０ 千円 １８，２７０ 千円 １８，２７０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

３歳児就園率 
５７．５ ％ ５８．６ ％ ６１．９ ％ 幼稚園児数/（年齢人口－保育所等通園児数） 

※市内在住 3歳児 943/(2082-441) 886/(1964-452) 965/(2042-483) 

担当職員数 １人 １人 １人 就園奨励等事務にかかる教育委員会職員 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

幼稚園教育は、義務教育の基礎を培うものとして、幼児の心身の発達を助長す

ることを目的としている。幼稚園教育の普及・充実のため、市が行う保護者へ

の就園奨励事業などの事務の一部を私立幼稚園に依頼したり園児の健康に関

する体制を整備するための費用を補助することで、私立幼稚園の経営状況に左

右されることなく健全な運営が図られる。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

市が補助対象としている必要最小限の事業に対し、一律の補助を行うことで市

及び事業者双方の事務負担の軽減を図るとともに、必要な事業を確実に実施す

ることができる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

就園奨励費や保護者負担軽減費の補助は、幼稚園を通して保護者からの情報を収集しなければ

ならず、制度の見直しが図られないと幼稚園の負担がなくなることはない。 

今後は、国庫補助制度も含めた私立幼稚園の支援制度全体を検討しながらより効果的な運営を

目指す。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

30  ～ 小・中学校音楽会開催事業 ～ 

 

事業番号３０ 小小・・中中学学校校音音楽楽会会開開催催事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

市内小・中学校の児童生徒の音楽性を伸ばすとともに、音楽を愛好する心を養い、情操豊
かな児童生徒の育成を図る。  

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 児童生徒 約１，３００人  

事業の内容 
表現及び鑑賞をとおして、音楽性を伸ばすとともに、音楽を愛好する心を養い、情操豊か
な児童生徒の育成を図るため、毎年度１回「上尾市小・中学校音楽会」を実施する。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 12,000   ○需用費 19,200  
○使用料及び賃借料 727,800 
○負担金、補助及び交付金 42,900  

７２０ 千円 ８１１ 千円 ８０３ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加者数  ― 約１，８００人 約２，０００人 一般参加者を含む（概数）  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

音楽的な活動をとおして、情操豊かな児童生徒の育成を図ることは、児童生

徒の人間的な成長を促すことにもなる。現在、市では各学校の枠を超えた交

流活動は、小学校において、連合運動会、親善球技大会であり、中学校では、

部活動における各種大会が中心となっており、いずれも体育的活動が多い。

文化芸術の振興のためにも、本事業のような音楽的活動は効果的である。ま

た、音楽教育の成果を発表し合える場を設けていくことは、児童生徒の豊か

な心を育成するためにも効果的である。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

市内小・中学校長及び音楽主任等による上尾市小・中学校音楽会実施委員が

上尾市小・中学校音楽会運営委員会を組織し、音楽会の運営実施にあたるこ

とで、効率的に音楽会を開催している。また、直接指導に当たる教職員が実

施委員となることで、音楽会の成果を授業に活かし、児童生徒の意欲向上を

図るなど授業の充実を図ることができる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

市立小・中学校の教職員及び各学校の保護者からも音楽会の教育的効果については、認識が高

まっている。参加者から児童生徒の歌声のすばらしさに感動した等の内容の感想も増えてい

る。平成２１年度は、新型インフルエンザの影響により、３０校の参加となったため参加率が

９１％となったが、平成２２年度は市内全小・中学校の参加となった。市内小・中学校全校が

同日に開催する事業としての意義及び、小学生を対象に含む音楽行事としては、市で唯一の事

業であり、その意義は大きく、今後も継続していく必要がある。  

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 中学校部活動支援事業 ～  31 

 

事業番号３１ 中中学学校校部部活活動動支支援援事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

部活動の充実及び活性化、生徒の意欲の向上と技能の向上を図る。また、生涯スポーツ・
文化に親しむ習慣の基礎を養うことや目標を持った意欲的な学校生活を送ることができる
ようにする。   

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立中学校 全生徒 

事業の内容 
保護者、地域から部活動の活性化が望まれる中、部活動指導員を配置することで、生徒の
技能の向上を図り、安全を確保する。   

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 2,700,000  ○役務費  377,610  
３，１１４ 千円 ３，０５４ 千円 ３，０７８ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

部活動指導員配置率  － ７６．３ ％ ７８．９ ％ 
学校が希望する指導員数に対する 

配置指導員の割合 

運動部活動加入率  ７２．０ ％ ７３．３ ％ ７５．３ ％ 運動部活動加入生徒数／生徒数×100 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

中学校に、技術指導を中心とした、部活動指導員を配置し、生徒の技能の向

上を図り、安全を確保するとともに、部活動の活性化を図ることが可能とな

る。中学校部活動では顧問の異動等の関係で、技術指導を行える指導者が不

在となり、部の活動が停滞したり存続が難しくなる等の状況があり、学校や

保護者から指導者の要請が寄せられている。部活動は、心技体をはぐくむ場

として有効であることから、指導員の配置は必要である。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

市で予算化し、加えて県の実施している中学校スポーツエキスパート活用事

業の補助金を受けることにより、指導員の安定確保が可能となり、各学校の

要請に応じて効率的に配置している。  

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

スポーツ、文化において高い技能、知識を持つ部活動指導員を配置することで、教員による指

導を補い、部活動の充実及び活性化並びに生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などの育成

が図られている。毎年、運動部活動に加入する生徒数が増加しており、さらに各校から指導員

配置希望者数の合計が４５人を超える状況があることから、配置人数の増員も視野に入れ、今

後も事業を継続し実施していく。  

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

32  ～ 上尾市中学校吹奏楽演奏会開催事業 ～ 

 

事業番号３２ 上上尾尾市市中中学学校校吹吹奏奏楽楽演演奏奏会会開開催催事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

中学校部活動の文化的な活動において日頃の活動の成果を発表する機会の一つとする。対
象生徒の意欲・技能の向上のみならず、保護者や一般市民にも公開することにより、市民
の文化的活動としての位置付けを図る。  

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立中学校吹奏楽部  

事業の内容 
生徒の演奏技能を高め、担当教員の指導力の向上を図る機会として吹奏楽演奏会を開催す
る。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費  27,000  ○需用費  18,500  
○使用料及び賃借料   301,300  ２７１ 千円 ３２５ 千円 ３４７ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加学校数 １０ 校 １０ 校 １１ 校 参加校数 

実施委員会開催回数 ２ 回 ２ 回 ２ 回 吹奏楽演奏会実施委員会開催回数 

一般参加者数  ４３８ 人 ３０２ 人 ２８２ 人 受付通過参加者数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

文化部活動の活性化と文化的活動の振興を図ることができるとともに、吹奏

楽演奏会の開催により、生徒の演奏技能や担当教員の指導力の向上が期待で

きる。また、一般公開することで、市民への芸術文化の提供と学校理解につ

ながる。一般の参会者から、「普段から中学生が一生懸命に練習している様

子がよく分かる」「もっと演奏会の宣伝をして欲しい」「他の中学校の演奏

を聴く機会は無いので、この演奏会は楽しみ」という感想をいただいている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

運営に関しては、各中学校長等を中心に吹奏楽部顧問を加えて、上尾市中学

校吹奏楽演奏会実施委員会を組織して、効率的に開催している。楽器搬送用

の車両についても、各校を巡回して、楽器の積み込みを行うなどコスト効率

の改善を図っている。  

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

本年度から、大谷中学校においても吹奏楽部が組織され、市内１１校すべての中学校吹奏楽部

が、揃って参加した演奏会となった。吹奏楽部顧問が委員となる実施委員会を組織することで、

顧問同士が吹奏楽指導に関する情報交換等を行い、吹奏楽部顧問の指導力の向上を図ることが

できている。顧問の指導力向上を図る面からも、実施委員会の開催時期、回数等について検討

する。今後も演奏技術及び演奏態度とも、年々向上してきており、市民の方にもより多く鑑賞

いただける演奏会にするための日程等を検討する。  

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 上尾市立中学校全国・関東大会等補助事業 ～  33 

 

事業番号３３ 上上尾尾市市立立中中学学校校全全国国・・関関東東大大会会等等補補助助事事業業     担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

中学校教育の一環として、生徒に広くスポーツの実践の機会を与え、体力・技能の向上と
スポーツ精神の高揚を図る。上尾市立中学校生徒の部活動における全国・関東大会への参
加経費を補助し、上尾市立中学校生徒のスポーツ活動の振興と参加者の負担軽減を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立中学校生徒のうち全国・関東大会出場者（平成２２年度２５人） 

事業の内容 
上尾市中学校運動部活動生徒の全国・関東大会への参加経費を補助することで、保護
者の経費負担を軽減し、全国大会、関東大会を目指し、部活動に専念できる環境を整
える。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○負担金、補助及び交付金 900,726 
 選手派遣補助800,726 大会補助 100,000  ８９３ 千円 ２，１８１ 千円 ９０１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

関東・全国大会出場者数 ３９ 人 ３８ 人 ２５ 人 関東・全国大会出場者数 

全国大会開催地・出場者数 北信越地方・１７人 九州地方・１２人 中国地方・１１人 全国大会開催地・全国大会出場者数 

負担軽減率  ７１ ％ ６３ ％ ６７ ％ 補助額／総支出額×100  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

関東大会・全国大会の出場を目指すことは、部活動等における生徒の目標の

一つとなっている。また、全国・関東大会に参加する生徒は、自己の記録等

に挑戦する機会としてのみでなく、市の代表として大会に臨んでいる。この

ことは、市内の小・中学生、さらには、スポーツ都市宣言を行っている上尾

市の市民の運動意識の醸成を図るとともに、市民が一つになり応援する機会

でもある。生徒が家庭の経済状況等にかかわらず、大会に参加できる環境を

整えることは、部活動等の活性化にもつながり有効である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

上尾市立中学校全国・関東大会選手派遣費補助金交付要綱に基づき執行し、

県からの補助金では不足する分を補填して、効率的に補助している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

部活動は、学校教育の一環であり、家庭の経済状況等により参加不参加が決定されてはならな

い。県中体連からの大会参加に関する補助金はあるが、鉄道運賃の４０％程度であり、参加に

係る費用としては著しく不足しているため、当該補助金で補填している。本事業を今後も継続

する必要がある。また、関東大会、全国大会への参加は、市または県の代表として活躍する生

徒への支援であり、今後も継続する必要がある。関東・全国大会への出場者数、上位入賞人数、

大会開催地等により、当初予算を超えた場合の補助金の支出が課題である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

34  ～ 日本語指導職員派遣事業 ～ 

 

事業番号３４ 日日本本語語指指導導職職員員派派遣遣事事業業   担当 学務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

日本語指導をとおして、日本語や日本文化の習得の援助を行い、授業や学校生活及び 
学校行事に積極的に参加できるようにさせる。 

事業の対象 
対 象 数 

計２２人 
（内訳 スペイン語：３人 ポルトガル語：４人  中国語：１２人 タガログ語：３人） 

事業の内容 
日本語を第二言語とする児童生徒に対して、日本語習得の援助及び指導を行う職員を 
在籍する小・中学校へ派遣する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 2,414,750円 
１，３５１ 千円 ２，０８１ 千円 ２，４１５ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

派遣教職員数 １１ 人 １０ 人   １２ 人  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

日本語を第二言語とする児童生徒は、年々増加する傾向にあり、コミュニケー

ションに必要な母語の種類も増えている。 

日本語を理解できない児童生徒に対して、生活環境、生活習慣の違いもあるこ

とから、学習の前段階として日本語指導職員が必要である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

母語によりコミュニケーションを図りながら日本語を指導することのできる

人材は多くない。 

類似事業は上尾市にはない。学校外の施設で行うのではなく、学校に派遣して

指導することで効果がある。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

現在、児童生徒の実態に応じて学校と日本語指導職員の間で指導法を協議しながら行ってお

り、母語を理解できる日本語指導職員のサポートは、非常に効果的である。 

今後は日本語指導職員の指導力の向上が課題である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 小・中学校ＡＬＴ配置事業 ～  35 

 

事業番号３５ 小小・・中中学学校校ＡＡＬＬＴＴ配配置置事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

小学校では「外国語活動」及び「総合的な学習の時間」の時間等をとおして外国語に慣れ親しみ、外国語
を使ってコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、中学校では、ＡＬＴ（外国語指導助手）との
ＴＴ（ティームティーチング）により、コミュニケーション能力の育成を図る。  

事業の対象 
対 象 数 上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 
児童生徒が、国際社会において、外国の方と積極的にコミュニケーションを図ろうとする能力や英語力、
態度を身に付けるための体験的学習や国際理解教育を推進するために、ＡＬＴを小・中学校に配置する。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○委託料 56,482,000 
５０，８８３  千円 ４８，８１３  千円 ５６，４８２ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

ＡＬＴ活用時数 
小学校 １５．１ 時間 ２５．３ 時間 ３１．６ 時間 １学級あたりのＡＬＴとの外国語

活動、英語授業実施時数  
（小学校５，６年、中学校１～３年）  中学校 ２９．９ 時間 ２８．２ 時間 ２９．５ 時間 

中学生海外派遣研修応募者数 ４８ 人 ４３ 人 ５１ 人 中学生海外派遣研修応募者数  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

今後ますます国際化する社会に主体的に対応できる児童生徒を育成することは、
人材育成の面からも重要である。中学校では、主にＡＬＴと日常的に触れ合い、
「生きた英語」を学ぶことができる環境を整える中で、英語学習の動機づけを図
り、コミュニケーション能力の基礎を培うことが必要である。また、小学校では、
新学習指導要領に「外国語活動」が位置付けられ、平成２３年度から小学校 
５・６年生で週１時間外国語活動を行うこととなっている。本市では、すでに 
平成２１年度から先行実施し、全小学校５・６年生で外国語活動を年間３５時間
ずつ実施している。本事業を拡大・継続実施していく必要がある。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

中学校に配置する１１人のＡＬＴと、小学校に配置する小学校専任ＡＬＴ４人が
指導にあたっているが、ＡＬＴを増員することにより、小学校５・６年生の各学
級に年間３５時間以上の配置を行い、時間割設定の自由度を高める必要がある。
また、日常的に児童がＡＬＴと接する機会を増やすことは、「生きた英語」と触
れ合い、効率的に国際感覚を身に付けることができる。さらに、他の学年の児童
においても、直接的な体験から異文化理解を深めることができる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

ＡＬＴの配置により、英語によるコミュニケーション能力やその素地を高める学習活動の充実が図
られている。平成２２年度は、小学校５・６年生において年間３５時間の外国語活動のうち、２５
時間以上のＴＴを実施できるよう、小学校へＡＬＴを配置した。今後は、年間３５時間のすべての
授業においてＴＴ実施が可能となるよう、一層の充実を図る必要がある。また、小・中学校の外国
語担当教員の連携による小・中学校の連続した外国語教育や小学校教員の外国語活動指導力の向上
についてもＡＬＴとの連携により、充実したものとなることから、今後さらに本事業の推進が求め
られる。全小・中学校にＡＬＴが常駐することで、通常の学校生活において直接、異文化に触れ、
児童生徒の国際感覚等を一層はぐくむことができることから、ＡＬＴの全小・中学校への配置が課題で
ある。  

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

36  ～ 教育に関する３つの達成目標推進事業 ～ 

 

事業番号３６ 教教育育にに関関すするる３３つつのの達達成成目目標標推推進進事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

教育に関する３つの達成目標における県の目標値及び市が実態に応じて設定した独自
の目標値の達成を目指す。各小・中学校の積極的な取組とともに、中学校区を基盤と
した上尾市独自の取組を推進し、児童生徒に身に付けさせる。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 

「生きる力」をはぐくむ教育を一層推進するため、小・中学校の児童生徒を対象とし
て、「学力」「規律ある態度」「体力」の３つの分野について、その学年で身に付け
させたい基礎的・基本的な内容を取りまとめて県教育委員会が作成した「教育に関す
る３つの達成目標」の取組を、市内全小・中学校で推進する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費 198,000   
○負担金、補助及び交付金 220,000 ５１８ 千円 ５２０ 千円 ４１８ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

学力の達成率 
（読む･書く･計算） 

９１ ％ ９２ ％ ９３ ％ 小・中学校全学年平均正答率 

規律ある態度 
８０％達成項目数 ７８項目 ／１０８項目 ８９項目 ／１０８項目 ９３項目 ／１０８項目 

教育に関する３つの達成目標 
規律ある態度達成項目数（小・中学校合計） 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

「生きる力をはぐくむ」教育を一層推進するため、「学力」「規律ある態度」「体

力」の３領域において、基礎的・基本的な内容を児童生徒に確実に身に付けさせ

ることは、学校教育の重要課題の一つである。教育に関する３つの達成目標は、

埼玉県教育委員会の取組であるが、市教育委員会では独自の取組として、中学校

区ごとに小・中学校の連携を踏まえた活動を推進している。より効果的に学力・

規律ある態度・体力を定着させるためには、小・中学校の連携が必要かつ重要で

あり、基礎基本の徹底及び基本的な生活習慣の定着など成果は向上している。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

各学校に事業推進のため、教育に関する３つの達成目標担当者を置き、担当

者研修会を年に４回開催し、効果的、効率的に各学校の取組の改善を図って

いる。また、毎年３つの達成目標に関する効果の検証を行い、検証結果を各

学校に提供し、取組の工夫改善と一層の推進を図っている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

「学力」「規律ある態度」「体力」の３領域において、目標を達成するために、今後もＰＤＣＡ

サイクルに則った着実な取組を進めていく必要がある。中学校区の小・中学校が連携して取組

を推進するとともに、学校・家庭・地域が一体となった取組を引き続き計画的に実施していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 中学生海外派遣研修事業 ～  37 

 

事業番号３７ 中中学学生生海海外外派派遣遣研研修修事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

コミュニケーション能力、英語力、表現力をはじめ、将来、国際社会で貢献できる人材と
して必要な資質・能力及び態度を有した生徒を育成する。  

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立中学校第３学年生徒 ２２人 

事業の内容 

中学生に豊かな国際感覚を養い、国際社会に貢献できる人材として必要な能力や態度を育
成する教育活動の一環として、市立中学校に在籍する生徒を対象に、８日間のホームステ
イや授業体験、スポーツ交流、文化交流等の英語研修等のプログラムを特色とした１１日
間の海外派遣研修を実施する。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○旅費 26,000 ○需用費 907,029 
○役務費 318,207 ○委託料 7,465,500 １１，４５６  千円 ― ７，９００ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加者数  ３０ 人 インフルエンザにより中止 ２２ 人 派遣生徒数  

応募者数  ４９ 人 ４３ 人 ５１ 人 応募生徒数  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

今後さらに進展する国際社会の中で、豊かな国際感覚を養い、将来、国際社会に貢献
できる人材として必要な資質と能力を育成することは重要である。特に、感受性豊か
で多くのことを吸収できる中学生年代の若者を海外に派遣し、ホームステイ等の直接
的な体験をとおして主体的に交流を図る機会や場面を与えることは効果的である。異
国で生活することにより、自国の文化や伝統を再確認し、異なる生活習慣や文化の中
で生活する人々を尊重する態度の育成にも大きく貢献している。日本語が通用しない
外国でコミュニケーションを図る体験は、たくましく生きていく力の育成にもつなが
るものである。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

オーストラリア・クィーンズランド州ロッキャーヴァレー市及び現地コーディネータ
ーとの連携を密にとりながら、円滑かつ効率的に事業を展開している。ホストファミ
リーと研修生の交流をとおして、ロッキャーヴァレー市との友好も深められている。
また、本事業によりホームステイを経験した生徒は、英語弁論暗唱大会や国際協力に
係わる活動に主体的に参加するなど、各学校において、国際理解に関する学習の中心
的な存在となることも多い。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

１１日間に及ぶ海外での体験・交流活動は、日本及び外国の文化・伝統に深い理解をもち、相手の
立場を尊重しつつ、自分の考えや意志を表現する力をはぐくむなど、将来、国際社会に貢献できる
人材として必要な資質の育成に向けて成果をあげている。急速に国際化が進むこれからの社会にお
いては、国際感覚をもった人材の育成が一層必要となる。ホームステイプログラムに関しては、ス
ポーツ交流、文化交流、小学校訪問による日本文化の紹介など、更に効果的なプログラムを検討す
る必要がある。また、海外派遣研修を契機に、国際的な視野を持つ生徒がはぐくまれることからも
本事業は継続していく必要がある。派遣研修に参加した生徒による校内研修報告会等を実施するこ
とで、本事業の効果はさらに高まる。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

38  ～ 情報教育支援員配置事業 ～ 

 

事業番号３８ 情情報報教教育育支支援援員員配配置置事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

児童生徒及び教職員が、コンピュータや情報通信ネットワーク等の情報手段を有効・適切
に活用できるようにするための支援者として、情報教育支援員リーダー及び情報教育支援
員を置き、学習活動および校内の情報化整備等、情報教育の充実を図る。  

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 ３３校 

事業の内容 
情報教育支援員リーダー及び情報教育支援員を置き、児童生徒がコンピュータや情報通信
ネットワーク等の情報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習活動の支援を行うとともに、
学校における情報教育の環境整備に関する支援を行う。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○委託料 6,993,000 
－ 千円 ８，７１６ 千円 ６，９９３ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

支援員配置回数 － ３２．７ 回 ２７．３ 回 １校あたりの配置回数（小・中学校） 

情報教育支援員数 － ９ 人 １０ 人 情報教育支援員及びリーダー 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

ＩＣＴ化の進む社会に生徒たちが積極的に対応できるように児童生徒の情報

発信能力の養成という観点からの教育活動も求められている。教育の情報化

を推進することは、子どもたちの情報活用能力の育成や、デジタル教材等を

活用した授業を実施することができ、確かな学力を育成する上でも大変有効

なものである。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

情報教育支援員は、児童生徒への個別指導の支援だけでなく、各種掲示の作

成、ホームページの作成補助など、学校における情報関係の業務を多岐にわ

たってこなし、多忙な学校現場の教育活動を支えてきている。情報教育支援

員の計画的な活用と連携を図るための情報教育支援員リーダーを配置するこ

とにより、学校への支援の効率化を図った。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

あらゆる分野でＩＣＴ化が加速する中、教育の情報化に対する市民のニーズはますます高まる

ことが予想される。しかし、児童生徒及び教職員が、コンピュータや情報通信ネットワーク等

の情報手段を有効・適切に活用する能力の育成が思うように進んでいないのが現状である。文

部科学省は新学習指導要領に対応した「教育の情報化に関する手引」を作成して、効率的なＩ

ＣＴ機器の活用を推進している。今後は、効率的な方策を研究しながら、この事業の目標を達

成できるよう推進していく。  

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 英語弁論暗唱大会開催事業 ～  39 

 

事業番号３９ 英英語語弁弁論論暗暗唱唱大大会会開開催催事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

「聞くこと」「話すこと」を中心とした英語によるコミュニケーション能力、表現力の
向上を目指し、英語学習に対する興味・関心を一層高める。 

事業の対象 
対 象 数 

各中学校で３人以内の参加者を決定する。（最大３３人） 

事業の内容 
「弁論の部」「暗唱の部」の２部構成で、市内中学生が英語で表現する発表の機会を設け、
英語学習の意欲を高めている。大会は高円宮杯全日本中学校英語弁論大会の予選を兼ねて
いる。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費 7,900  
○使用料及び賃借料 48,200 ３８ 千円 ４０ 千円 ５７ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加者数 
弁論の部 １７ 人 ２５ 人 １５ 人 

大会参加者生徒数  
暗唱の部 １３ 人 ６ 人 １５ 人 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

今後ますます進展する国際化社会に、主体的に対応できる人材の育成は市と

して取り組むべきものである。本事業は、英語によるコミュニケーション能

力の向上を図り、英語学習の興味関心を一層高めるために重要である。また、

本大会は高円宮杯全日本中学校英語弁論大会の市内予選を兼ねており、県内市

町村及び地区ごとに実施している。本大会の弁論の部で第１位になった生徒

は、埼玉県弁論大会に出場し、上位に入賞の場合、全国大会へ出場すること

になる。平成１８年度は高円宮杯全日本中学校英語弁論大会において５位に入

賞した。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

本事業は、教育委員会と市教育研究会英語部会及び中学校英語科担当教員で

運営しており、効率的に実施している。各中学校からの参加者は、「弁論の部」

と「暗唱の部」の合計が３人以内としており、参加者多数の場合は、各中学

校において、英語科教員及びＡＬＴによる審査を行っている。また、大会の

審査員に中学校配置のＡＬＴを活用し、ＡＬＴの有効活用を図っている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

本事業で実施する弁論暗唱大会は、高円宮杯全日本中学校英語弁論大会につながる大会であるた

め、今後も継続する必要がある。また、大会の実施にあたっては、埼玉県内全市町村及び地区

で実施しており、本市の規模から考え、今後も市単独で予選を行うことが適している。今後は、

弁論・暗唱の発表者だけでなく、積極的に広報活動を行うことにより市民の参会を推進し、ま

た、各学校から児童生徒が見学できるようにすることにより英語に対する興味関心を高めるこ

とができるようにしていくことが課題である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

40  ～ 教育講演会等推進事業 ～ 

 

事業番号４０ 教教育育講講演演会会等等推推進進事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

第一部では、市内小・中学校児童生徒及び市内高校生を対象に、進路意識啓発の一環として、第一線で活
躍する人物の講演会及びパネルディスカッションを実施し、夢に向かって努力することのすばらしさを実
感させる。また、第二部では、市民及び市内企業経営者等を対象とした、事業に対する熱意、日本や企業
の在り方等について講演をとおして、日本社会や企業の在り方について考える機会とする。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立各小・中学校児童生徒及び教職員 
上尾市民及び企業経営者等 

事業の内容 
青色発光ダイオードの発明・開発者である、カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二先生を
招き、講演会等を実施。第一部は小・中・高校生を対象とした講演及びパネルディスカッション、第二部
は一般市民及び企業経営者等を対象とした講演会を実施。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 1,010,000  ○旅費20,020 
○需用費 104,479  ○役務費 12,725 
○使用料及び賃借料 79,700 

－ － １，２２７ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

第一部入場者数 － － ８８９人 市内小・中学校児童生徒及び市内高校生 

第二部入場者数 － － ７６８人 市民、企業経営者等 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

児童生徒への進路啓発のため、国際的な著名人を招き講演会、参加型のシン

ポジウムの開催するとともに、市民・企業経営者向けの講演会を実施し、文

化的活動の振興を図る。講師として、世界的にも著名である青色発光ダイオ

ードの発明・開発者である中村修二先生を招き、児童生徒は、夢を持ち続け、

夢に向かい努力することのすばらしさを実感することができ、また、第二部

では、市民・企業経営者向けの講演会を行い、不可能と言われたことに挑戦

する姿勢など、中村先生の生きざまに触れることで、活力を高めることがで

きた。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

国際的にも著名なカリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二先生を

本市に招き、児童生徒及び一般市民、企業経営者等を対象とした二部制の講演会、

シンポジウムを市、教育委員会、商工会議所が共催することで、効率よく効果的

に実施できた。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

本事業は、平成２２年度のみ実施した事業であるが、国際的に活躍している方を招いて講演会

等を実施することは、児童生徒にとっては夢や感動を直接味わい、自らの生き方について考え

る進路啓発のよい機会となる。今後は中学生進路意識啓発事業等において同様の効果が図れる

よう検討していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 児童生徒体力向上推進事業 ～  41 

 

事業番号４１ 児児童童生生徒徒体体力力向向上上推推進進事事業業     担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

市立小・中学校の児童生徒の体力向上を図り、心身ともに健やかでたくましい人づくりを
目指す。  

事業の対象 
対 象 数 

上尾市中学校体育連盟・小学校体育連盟  
上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 
上尾市中学校体育連盟の学校総合体育大会及び県民体育大会兼新人体育大会の市内予選会
や小学校体育連盟の連合運動会、親善バスケットボール大会などの実施をとおして、児童
生徒の体力向上を目指す。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○使用料及び賃貸料 934,500  
○負担金、補助及び交付金 2,553,000  ３，３４３ 千円 ３，２３６ 千円 ３，４８８ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

新体力テスト数値（小学校）  ５６．２ ％ ３９．４ ％ ５１．０ ％ 新体力テスト調査で、県の平均値
を超えた市の項目の割合 新体力テスト数値（中学校）  ４５．８ ％ ５４．２ ％ ４７．９ ％ 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

児童生徒の体力低下が懸念されている現状から、児童生徒の体力向上は学校

においても大きな課題の一つとなっている。本市においても児童生徒の体力

向上を目指し、さまざまな取組を行う必要がある。児童生徒の運動に対する

意欲を高め、日常的な運動の推進及び運動の機会を増やす面から、本事業は

大きな効果がある。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

小学校体育連盟や中学校体育連盟の活動を補助することで、児童生徒の実態

に応じた活動を計画・実施することで、体力向上に関する活動等の効率化を

図っている。  

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

児童生徒の日常生活における運動の機会は減少傾向にあり、体力向上を図る事業の重要性は今

後さらに増していく。小学校体育連盟や中学校体育連盟では、日常の児童生徒の様子から、実

態に応じた体力向上に係る取組を推進している。また、本市では走力、ボール投げ、握力につ

いて特に課題となっており、授業研究会等をとおして、指導方法等の改善について研究等を行

い、課題解決を図っていく。本事業は、市立小・中学校の児童生徒の体力向上を図るためにも

今後も継続し一層の充実を図る必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

42  ～ 児童生徒の体力向上実践研究事業 ～ 

 

事業番号４２ 児児童童生生徒徒のの体体力力向向上上実実践践研研究究事事業業     担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

小・中学校の実践研究をとおして、児童生徒の体力向上及び意識の啓発を図る。平成２１・
２２年度において、上尾市立平方小学校が埼玉県教育委員会から委嘱を受け、研究実践を
行い、２２年度に研究発表を行う。  

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立平方小学校 児童４４２人（平成２２年５月１日現在）  

事業の内容 
児童の体力の向上を図るため、体育の授業及び教科外体育活動を研究する。研究主題を 「主
体的に学び、楽しみながら運動に取り組む児童の育成」とし、研究を推進する。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○負担金、補助及び交付金 80,000  
－ 千円 ８０ 千円 ８０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

研究授業数  ― ６授業 ８授業 研究授業数  

新体力テスト数値  ― ６２．５％ ８６．５％ 
平方小学校が新体力テスト調査で、 

県の平均値を超えた項目の割合 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

児童生徒の体力低下が懸念されている現状から、児童生徒の体力向上は学校

においても大きな課題の一つとなっている。本事業は、本市における児童生

徒の体力向上を目指した種々の取組を行う事業の一つである。児童生徒の体

力向上のための授業改善や体育的活動の充実を図り、その成果を市内各学校

に広めることにより、市内小・中学校での体力向上の推進を図ることができ

る。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

平方小学校の研究成果の発表により、各学校では授業改善のための実践例と

して活用することができる。また、児童が積極的に外で遊んだり、運動した

りする環境を工夫するための実践事例として活用されるなど、効率的に実施

されている。  

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

本事業は県教育委員会からの委嘱事業であり、平成２２年度をもって終了したが、市立小・中

学校の児童生徒の体力向上については、学校の大きな課題の一つであることから、今後は、本

事業の成果をもとに、市内各学校において、児童生徒の実態に応じた取組を推進する。  

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 児童生徒安全推進事業 ～  43 

 

事業番号４３ 児児童童生生徒徒安安全全推推進進事事業業   担当 学校保健課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

学校管理下における児童生徒の安全確保を図るとともに、健康教育向上に資する。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 

学校の管理下において、児童生徒に万が一事故等が起きた場合、その医療費等を補償する
「スポーツ振興センター」への負担金や、児童生徒の登下校時の安全確保のための防犯ブ
ザーの貸与、心肺蘇生法講習会の実施のほか、緊急時使用のためのタクシー借上料なども
実施している。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 20,000   ○需用費  966,132 
○役務費 1,944,697  ○使用料及び賃借料 444,570 
○負担金補助及び交付金  18,039,260 

２２，２０２ 千円 ２２，０１９ 千円 ２１，４１４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

新規防犯ブザー貸与人数 ２，１２８ 人 ２，０６１ 人 ２，０１６ 人 市内２２校の新入生に貸与 

スポーツ振興センター 
災害共済給付額 

１６，３２６ 千円 １９，１６９ 千円 １６，９１２ 千円  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

心肺蘇生講習会については、毎年プール開催前、教職員に対し実施し安
全対策の確認をしている。防犯ブザーの貸与については、児童生徒の登
下校時において犯罪抑止の効果において有益である。また学校管理下で
起きた事故で急を要すると思われる怪我の場合、タクシーを利用してお
り重症化を防ぐことに役立っている。各保険については、治療費だけで
なく児童生徒に賠償責任がある場合、その損害賠償金についても保険に
加入しているため、保護者の負担軽減となっている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

心肺蘇生講習会や防犯ブザーについては、心肺蘇生を行うような事故や
登下校時において犯罪に巻き込まれることがなかったため、効果があっ
たと思われる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

平成２２年１０月から子ども医療費助成制度の拡大により、中学３年生までの医療費
が無料となったが、学校で発生した怪我等の治療費については災害共済給付制度が優
先される。両制度により医療費等の経費面の補償は確保されている。また近年安全面
においては、社会的状況の変化により、具体的な対応策を求められていることから、
現状の取組みを充実させていくとともに、新たな対応も視野に入れていく必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

44  ～ 地域と連携した体力向上支援事業 ～ 

 

事業番号４４ 地地域域とと連連携携ししたた体体力力向向上上支支援援事事業業     担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果の分析を行い、児童生徒の体力の実態を
把握するとともに、学校と地域が連携した取組を実施し、児童生徒の体力向上を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 
本事業は全市的な取組をとおして、児童生徒の体力向上を図る事業である。子どもの
体力向上には、家庭・地域との連携が必要不可欠であり、保護者・地域の方の子ども
の体力への関心を高める取組や地域の教育力を活かす取組を実施する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費74,500  ○旅費9,600  
○需用費614,986 － － ７００ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

具体的な取組数 － － ６ 
事業に関する取組 

（陸上・ランニング教室等） 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

子どもの体力向上に関しては、喫緊の課題となっている。本事業は学校を指

定して行う委嘱研究事業ではなく、学校、家庭、地域、ＰＴＡ連合会等の諸

団体が連携・協力して子どもの体力向上を図る事業である。家庭や保護者・

地域の方の関心を高めることができる本事業は、児童生徒の体力向上の課題

解決に向けた新たな視点となる。スポーツ都市宣言を行う本市として、子ど

もを含めた地域全体の体力向上に効果的な事業である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

文部科学省・埼玉県教育委員会からの委託事業であり、補助率は１０／１０

である。地域や日常の生活の中で運動の機会を増やすために、公民館等への

握力計の設置や児童生徒を対象とした陸上・ランニング教室等を計画的、効

率的に実施している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

子どもの体力向上には、学校と家庭・地域の連携が必要不可欠である。また、日常的な運動の

機会を増やすことも重要であり、子どもの体力向上を図るために本事業の継続は必要である。

今後も、握力計を公民館等に設置するなど、地域の方への体力向上の意識啓発を進めるととも

に、スポーツ少年団等との連携、陸上・ランニング教室の開催、地域のスポーツ団体との交流

等を推進し、子どもの体力向上を図る。本事業の成果は、子どもたちの体力の数値としては、

すぐに表れにくいが、長期的な展望に立ち、子どもたちの運動時間と運動量の増加を図ってい

く。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 小学校給食室設備整備事業 ～  45 

 

事業番号４５ 小小学学校校給給食食室室設設備備整整備備事事業業   担当 学校保健課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

毎日の給食を作るのに必要な給食室備品の更新、修繕経費及び衛生管理の強化により新た
に必要となる備品の整備を行うもの。また、厨房機器の保守点検やガス機器・冷機器の清
掃・点検も定期的に行う。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小学校 全児童・全教職員 

事業の内容 
小学校給食を維持管理するために、既存の給食室の備品を老朽化の順に買い替えや修繕な
どを行い、定期的に備品設備の点検を行っている。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費  3,965,760 ○役務費 508,200 
○備品購入費  5,064,475 平成２２年度から事業組替 ９，５３９ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

老朽化備品買換数   ４ 台  

老朽化備品数   ７２ 台  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

上尾市の給食室備品は、１５年以上経過し耐用年数を過ぎたものが多
く、能力が落ちた状態で使用し、安全・衛生面に問題があり修繕費も増
加している。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

上尾市内の小学校給食室のほとんどが、１０年～２０年前の備品を老朽
化した状態で使用しており、本来なら計画的に入れ替えていくべきとこ
ろ使用に耐えなくなったものを買い替えている現状がある。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

老朽化した備品の計画的な入れ替え（食器洗浄機、回転釜など）は、給食を運営して
いく上で必須である。ほとんどが２０年近く経過した備品であるため、毎年数台ずつ
購入していく必要がある。異物混入等の事故が起きないよう計画的に衛生環境を整え
ていくことが大きな課題となっている。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

46  ～ 調理場備品等整備事業 ～ 

 

事業番号４６ 調調理理場場備備品品等等整整備備事事業業   担当 中学校給食共同調理場 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

中学生に安全で安心な給食を提供するため、厨房機器類を計画的に更新するほか、劣化や
トラブルにより故障した機器の修理・修繕を随時行うとともに、機器の稼動や衛生管理上
不可欠な洗剤・薬剤・消毒薬及び調理用具を適宜確保する。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立中学校 全生徒・全教職員 
年間給食実施回数 １７９回 年間延べ喫食数  １，１５７，０００人 

事業の内容 
主にセンター及びサテライトに配置されている厨房機器類の計画的な更新、各種施設、設
備や機器等の故障、破損の修理、調理・洗浄作業に必要な洗剤・消毒薬・薬剤及び調理用
具等の消耗品を必要に応じて確保する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費 17,697,936 ○備品購入費 2,994,425 
○使用量及び賃借料 21,924,000 ４２，２６２ 千円 ３５，１３１ 千円 ４２，６１７ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

厨房機器更新の進捗率 １．６ ％ １６．１ ％ ４．６ ％ 大型厨房機器更新の促進 

厨房機器の遠隔稼動 １８０ 回 １８７ 回 ８７ 回 厨房機器修繕回数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

学校給食法に基づく教育活動の一環として給食事業を実施している。したがっ

て、給食事業を円滑に推進していくために、施設整備の適正な維持管理のほか、

厨房機器の計画的な更新や業務上不可欠な消耗品類を適宜確保することなど、

市が責任をもって対応していく必要がある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

中学校給食事業に要する費用は、約１/２にあたる食材費を保護者の負担で、

残る 1／２にあたるその他の運営費（人件費を除く）を市（設置者）が負担し

ている。その中で、コスト効率の向上や改善を図るため、平成４年度の事業開

始当初から調理・ボイラー管理・配送等の各種業務を民間企業に業務委託して

いる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

大型厨房機器は平成２０・２１年度にほとんど更新ができた。しかしながら、厨房機器の多く

は耐用年数を経過し老朽化が進行しているため、今後も引き続き計画的に更新していく必要が

ある。また、故障やトラブルによる修繕、日々必要な洗剤・薬剤・消毒薬の確保を適宜行い、

給食業務が停止する危険性を排除するため、適正に管理運営を行うとともに、衛生管理を徹底

し、安全・安心で魅力ある給食事業を実施していくことが求められる。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

〔 学級支援員派遣事業 〕 47 

 

事業番号４７ 学学級級支支援援員員派派遣遣事事業業   担当 学務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

児童生徒への生活指導・自立支援及び介助をすることで、対象児童生徒の在籍する学級の
円滑な運営、事故防止を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

小学校  １６校 ４６人  支援員 １６人 
中学校   ４校  ５人  支援員  ３人 
幼稚園   １園  １人  支援員  １人 

事業の内容 
介助を要する児童生徒や授業中の立ち歩きや落着きのない行動をとる児童が在籍する学級
に対し、生活面の指導自立支援及び介助を担当し、学級担任の職務の補佐をする学級支援
員を配置する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金17,263,340   ○旅費16,597 
１５，６５１ 千円 １６，６１６ 千円 １７，２８０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

派遣支援員数 １８ 人 ２３ 人 ２０ 人  

派遣学校数 １５ 校 １８ 校 １８ 校  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

支援を必要とする児童生徒の増加や障害のある児童生徒が通常学級を希望す

るケースが増加傾向にあり、円滑な学級運営をするためには、学級担任１人で

は難しい状況にある。学級支援員の配置は、円滑な学級経営や安全確保に必要

である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

学級支援員を配置することで、支援を必要とする児童生徒の個々の状況に合わ

せた教育環境の充実という面で、非常に効果が大きく、健全・円滑な学級運営

を行うためには効果的である。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

通常学級で支援を必要とする児童生徒が増加傾向にあり、支援の必要性の高い学校を見極める

ことと同時に、支援員の資質の向上が求められており、人材確保も課題となっている。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

48  ～ 特別支援学級補助員派遣事業 ～ 

 

事業番号４８ 特特別別支支援援学学級級補補助助員員派派遣遣事事業業   担当 学務課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

障害のある児童生徒一人一人の発達状況に即応した適切な教育を行う 

事業の対象 
対 象 数 

小学校  ９校 ２３学級  １２５人 
中学校  ３校 １１学級   ６４人 

事業の内容 
市内小・中学校に配置されている特別支援学級のうち、担任教員の指導等の補助が必要な
学校へ職員を派遣する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 14,799,230  ○旅費 17,343 
１５，７５２ 千円 １３，４１８ 千円 １４，８１７ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

補助員派遣者数 １０ 人 ８ 人 ９ 人  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

特別支援学級に在籍する児童生徒は障害の種類や発達状況がさまざまである

ため、障害の程度によっては担任教員だけの学級運営が厳しく、担任を補助す

るために市費で対応できる補助員の配置は担任のサポート、児童生徒への適切

な対応ができる事業である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

特別支援学級の健全・円滑な学級運営にあたっては、指導の補助を行う補助員

の派遣は大きな効果がある。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

児童生徒の障害や種類の程度によっては、担任だけでの対応が厳しいため、補助員配置は、今

後も必要とされる事業であるが、就学指導のあり方、補助員の確保が課題である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 特別支援教育推進事業 ～  49 

 

事業番号４９ 特特別別支支援援教教育育推推進進事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

特別支援教育研修会では、特別支援教育担当者が研修を深め、各小・中学校で適切な指導、
必要な支援、授業改善が図られるようにする。特別支援学級設置校と特別支援学校の交流
を兼ねた合同作品展は、障害のある児童生徒の創作意欲を喚起するとともに、市民にとっ
ても、障害のある児童生徒を理解するよい機会とする。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校の特別支援教育担当者及び市民 

事業の内容 
特別支援教育担当者を対象とした各種研修会の実施及び市民啓発、特別支援学級設置校と
特別支援学校の交流の目的を兼ねて合同作品展を開催する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費70,000 ○使用料及び賃借料 82,300 
○負担金、補助及び交付金 325,000 ２０６ 千円 ２０６ 千円  ２０６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

特別支援教育研修会回数 ４ 回 ４ 回 ５ 回 特別支援教育に係る研修会実施回数 

特別支援教育研修会参加率 １００ ％ １００ ％ １００ ％ 研修会参加者数/３３×１００ 

障害のある児童生徒の理解 ４５０ 人 ５００ 人 ５００ 人 合同作品展入場者数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

特別支援教育を推進するため、教員の指導力・資質の向上は欠かせない。専

門的な知識・技能を習得するための質の高い研修会は不可欠である。また、

合同作品展は、障害のある児童生徒にとって活躍の場、市民にとって障害の

ある児童生徒を理解する場として必要である。また、教育基本法第４条２項

に「障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、

教育上必要な支援を講じなければならない」とあり、市の責務として、すべ

ての学校が特別支援教育を推進できるように、支援する必要がある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

特別支援教育を専門に研究している方を講師に招いての研修会は、教職員の

専門性を高めるために必要であり、有効である。また、合同作品展などの上

尾市特別支援学級設置校連絡協議会の事業を上尾市教育委員会が支援するこ

とで、実施事務や市民への広報等の効率化を図っている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

本市の特別支援教育に携わる教員の指導力向上を図る上で、専門的な見識を持った方を招いて
の研修会は有効な方法の一つであり、今後も継続していく必要がある。また、特別支援学級間
や特別支援学校との交流を深める上で、本事業の役割は大きく、今後も一層の充実を図る必要
がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

50  ～ 特別支援教育支援員配置事業 ～ 

 

事業番号５０ 特特別別支支援援教教育育支支援援員員配配置置事事業業   担当 教育センター 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

通常学級に在籍し、特別な支援を要する発達障害若しくはその疑いのある児童生徒への 
指導・支援するために支援員を配置し、学級運営を円滑にする。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校１０校に配置 

事業の内容 通常学級に在籍する発達障害若しくは、その疑いのある児童生徒への教育的支援を行う。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 8,416,900 
○旅費    380 ８，２７９ 千円 ８，３３３ 千円 ８，４１７ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

派遣学校数 １０ 校 １０ 校 １０ 校  

支援を受ける児童生徒数 ４３ 人 ６７ 人 ７０ 人  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

通常の学級に在籍する児童生徒で特別な支援を必要とする発達障害やその疑

いある児童生徒が各学校に在籍している。平成１９年度から特別支援教育支援

員が配置され、生活支援・学習支援を行い、支援対象の児童生徒の学校生活に

も改善が徐々に見られ、精神的ストレス等からくる二次的障害も防ぐことがで

きる。通常の学級で取り組まれる一斉指導や課題解決的学習等を、学級として

機能する上で担任を補助する支援員が必要であり、重要な事業である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

支援員は、平成２２年度に小学校９人、中学校１名計１０人が配置されている。

配置校では、支援の必要な児童生徒の個別支援プログラムを作成し、支援する

クラスを記入した時間割を組み効率よく支援員を活用する。支援員の研修会を

教育センターにおいて月１回実施して、支援する児童生徒の対応策を検討協議

し、適切な支援を実践している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

市内小・中学校には、通常の学級に在籍しながら特別な支援を必要とする発達障害やその疑い

のある児童生徒が在籍しており、多くの学校から支援員配置の申請を受けている。平成２３年

度は１０人増員して計２０人の支援員の配置を予定しているところである。さらに、市内３３

校への支援員の配置が必要な状況である。この時期の指導・支援の有無によっては不登校や社

会的不適応等に発展する可能性がある。将来の社会的自立に向けて、適切な教育を受けて障害

を起因とする諸課題を改善し、豊かな学校生活を送るため特別支援教育支援員の配置は必要不

可欠である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 中学生社会体験チャレンジ事業 ～  51 

 

事業番号５１ 中中学学生生社社会会体体験験チチャャレレンンジジ事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

生徒の勤労観や職業観を育成し、社会性や自立心、表現力、礼儀作法、コミュニケーショ
ン能力などを養う。また、教職員と事業所担当者等との打合せ、教職員やＰＴＡによる各
事業所等への巡回、校長による各事業所等への挨拶などをとおして、学校、保護者及び地
域との連携を深める。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立中学校 第１学年・第２学年 生徒 

事業の内容 
市内中学校生徒が市内等の事業所等において２日間の社会体験活動を行い、勤労観や職業
観を育成し、進路指導・キャリア教育を推進する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費 356,311 ○役務費 223,705 
６６２ 千円 ６１０ 千円 ５８１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

職場体験充実度（生徒） ９８．６ ％ ９８．２ ％ ９７．８ ％ 参加生徒が職場体験をよいと回答した割合  

職場体験充実度（保護者） ９８．５ ％ ９９．４ ％ ９９．４ ％ 参加生徒の保護者が職場体験をよいと回答した割合  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

ニートやフリーターなど、若者の勤労観や職業観が大きく変化している現状か

ら、中学校１年生の段階から事業所等での社会体験活動を行うことは、望ましい

勤労観等を育成するために有効である。また、いじめや不登校、青少年の非行問

題などの背景には、自然体験や社会体験の不足等も原因の一つとして挙げられて

いる。中学生が地域の中で様々な社会体験活動を行い、多くの人々とふれあう中

で、みずみずしい感性や社会性、自立心を養い、たくましく豊かに生きる力をは

ぐくんでいくためには、本事業の効果は大きい。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

教育委員会で事業所代表、青少年育成団体代表の方々による中学生社会体験チャ

レンジ事業推進委員会を設置することで、職場体験に係る生徒の受け入れ依頼等

を一括して行い、職場体験先の確保など事業執行の効率化を図っている。また、

教育委員会が事務局となり、参加生徒の賠償保険加入・細菌検査等の事務を一括

して行うことで、効率化を図っている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

県の意向では、本事業は５日間の実施が望ましいとしている。上尾市としては市内の受け入れ事業

所等の状況を踏まえ、２日間の実施としているが、受け入れ先事業所及び職場体験期間の拡充等を

推進委員会で協議しながら、今後増加が見込まれる高齢者施設、福祉施設等における職場体験の検

討を含め、さらに、受け入れ先事業所には、事業目的に対する理解を求め、内容を更に充実させて

展開していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

52  ～ 中学生進路意識啓発事業 ～ 

 

事業番号５２ 中中学学生生進進路路意意識識啓啓発発事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

冷静に自分を振り返り、自らの生き方や進路について考えることができ、目標を立て 
その達成のために努力できる生徒を育成する。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立中学校 全生徒 

事業の内容 
進路指導・キャリア教育の観点から、地域で活躍する様々な分野の人を招いて講演会を 
開き、生徒の将来の夢や希望をはぐくむとともに進路意識の啓発・高揚を図る。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 93,000 ○需用費 23,000 
９９ 千円 １１６ 千円 １１６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

講座開催数  １２ 回   １２ 回 １２ 回 実施回数 

生徒の参加者数 ５,９８７ 人 ５，２００ 人 ６，６８８ 人 延べ生徒人数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

進路指導を「人間としての生き方に関する指導」という観点で捉え、将来にわた

って「職業観・勤労観」を育成することが求められている。このような進路指導・

キャリア教育を充実させる施策として、地域で活躍する方々を学校に招き、講演

会をとおして、生徒・保護者の意識を啓発し、中学校の進路指導・キャリア教育

の推進を図ることは、有益であり効果も高い。また、講演会では保護者も参会す

ることで、家庭における進路啓発についても効果がある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

教育委員会で予算を計上し、各学校が年に１～２回講演会を計画的に実施してい

る。中学校における進路指導との関連の面からも講演会の効果は高い。また、県

からの委託金も活用し、効率的に進路意識を啓発しており、費用対効果も高い。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

地域で活躍する様々な分野の方々を講師に招き、各中学校が講演会を実施することにより、生徒が
自らの進路や生き方について考える有意義な機会となっている。また、生徒のみでなく、保護者に
も参会を呼びかけることにより、生徒・保護者の意識を啓発し、学校と家庭が一体となった進路指
導・キャリア教育を推進することができることからも、本事業は継続する必要がある。講師の選定
及び講演会の開催形式については、今後も検討が必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

〔 生徒指導推進事業 〕 53 

 

事業番号５３ 生生徒徒指指導導推推進進事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

児童生徒の非行・問題行動の未然防止と、健全育成及び学校生活の充実を図る。  

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小・中学校 全児童生徒 

事業の内容 

中学校での非行問題行動の未然防止のため、４人の生徒指導支援員を要請のあった中学校へ派遣し、
校内巡視や非行・問題行動を取る生徒への対応など、中学生の非行問題行動を未然に防ぐ活動を行う。
また、生徒指導推進協議会の活動をとおして、各中学校区で小・中学校及び地域住民、警察等関係 
機関及び青少年育成団体、高等学校等と連携しながら、青少年健全育成活動、長期休業中のパトロー
ルや補導を行い、地域と一体となった総合的な生徒指導の取組を推進する。  

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金3,227,810  ○旅費 1,650  
○負担金、補助及び交付金 1,320,000 ４，５２９  千円 ４，５７７  千円 ４，５５０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

支援人派遣校数 ５ 校 ６ 校 ５ 校 支援員派遣中学校数 

１校あたりの派遣日数 １．６ 日 １．３ 日 １．６ 日 派遣校１校あたりの支援員の派遣日数 

暴力行為発生件数  ４３ 件 ３８ 件 １６ 件 小・中学校の暴力行為発生件数 

街頭補導回数  ５５５ 回 ５８５ 回 ５５８ 回 各学校における年間街頭補導回数  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

生徒指導支援員…非行・問題行動の未然防止のため、校内巡視など行うことで、抑止
力になっている。専門性の高い支援員を配置することで、非行・問題行動を繰り返す
生徒への教員の指導を支援することができ、再発防止等にも効果的である。  
上尾市生徒指導推進協議会…本協議会の活動は、市内の小中高等学校が地域及び警察
等関係機関、青少年育成団体等と連携し、中学校区内のパトロールなど具体的な実践
を行い、児童生徒及び青少年の非行・問題行動を未然に防ぐなど、青少年の健全育成
の中心となっており必要性は極めて高い。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

生徒指導支援員…生徒指導支援員は、中学校での非行防止を未然に防ぐための巡視
や、非行問題傾向のある生徒への声がけなど、適性や専門性が必要であり、効果的に
活動が行われている。 
上尾市生徒指導推進協議会…市内の児童生徒及び青少年の健全育成のための活動や
全戸配布の健全育成のための啓発リーフレットの作成など総合的な健全育成活動が
行なわれており、効率性は高い。  

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

生徒指導支援員…毎年４～６校の中学校からの派遣要請があり、派遣した学校は、徐々に落ち着いた状
況になり派遣の効果は明らかである。平成１９年度までは４校からの派遣要請があり、各校２日ずつ派
遣できたが、平成２０年度からは、派遣要請が増加している。また、非行・問題行動の低年齢化、集団
化、再発の増加に伴い、１年生からの対応が必要になるなど、今後さらに重要な事業となる。  
上尾市生徒指導推進協議会…上尾市の生徒指導の中心となる組織であり、上尾市の学校・家庭・地域の
生徒指導力の向上を担っているため、今後ますます重要となる。  

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

54  ～ 学力向上支援事業 ～ 

 

事業番号５４ 学学力力向向上上支支援援事事業業   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

学力調査結果の分析を多面的に行い、学力向上策を立案して、学習指導に取り組むことにより、 
児童生徒一人一人の学力を向上させる。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市立小学校 第３学年・第４学年・第５学年・第６学年 全児童 
上尾市立中学校 第１学年・第２学年・第３学年 全生徒 

事業の内容 
市立小・中学校の児童生徒一人一人に「確かな学力」を育成するため、標準学力検査用紙を用いて 
基礎的な学力の実態及び学習状況の経年変化を把握し、学校の教育課程の編成や学習指導の工夫・ 
改善に役立てる。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費  7,295,785 
７,４０７ 千円 ７，２０５ 千円 ７，２９６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

市学力調査平均値  
小学校 ５１．９ ５２．５ ５２．２ 

全国平均を５０としたときの市の平均値 
中学校 ５０．９ ５０．９ ５１．０ 

家庭等で学習して 

いる児童生徒の割合 

小６ － ５５．６ ％ ５７．０ ％ 学校以外で１時間以上学習する児童 

生徒（小学６年・中学３年）の割合 中３ － ６６．４ ％ ６５．５ ％ 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

児童生徒の学力向上は、学校の最重要課題である。学力低下が懸念される中、確かな

学力の定着は、市を挙げて取り組むべき課題である。課題解決のため、児童生徒一人

一人の学習状況を客観的に把握するとともに一人一人の学習状況の経年変化を把握

し、児童生徒一人一人の実態に応じた指導の充実を図ることが必要である。  

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

児童生徒に確かな学力を身につけさせるための適切な資料提供を行うために、実施時

期、実施教科等を総合的に決定している。すべての上尾市立小・中学校は、当該年度

内に学力向上プランを作成し、学力向上の具体的な取組を実施している。児童生徒の

学力の状況を調査し、一人一人の学習状況について正確かつ効率的に課題及び成果を

把握し、個に応じた指導・支援を行い、学力向上に資することができることから、費

用対効果も高い。また、調査結果の個人票を保護者面談等をとおして児童生徒の家庭

に配布することにより、児童生徒一人一人の学習状況を学校、家庭が共有し、学力向

上を図ることができる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

学力調査結果から、市全体、各学校、児童生徒一人一人の学習状況及び経年の学習状況の変化等を把握

することで、学力の定着状況等を正確に捉え、各学校では学力向上の取組に活用している。小学校第３

学年以上の全児童生徒を対象とすることで、各学年、各学級の学習状況等を詳細に把握することができ、

学校では学力向上プラン(学力向上のための指導計画)をより具体的に作成し、学年、学級の実態に即し

た指導を行うことができる。また、児童生徒一人一人に保護者面談等をとおして個別の結果を知らせる

ことで、学校と家庭が連携して学力向上に取り組むことができるなど、個に応じた指導を充実し、学力

の向上を図ることができる。本事業の実施により、上尾市全体の学力は着実に定着してきており、継続

することでさらなる学力の向上を図ることができる。今後、学力調査結果をさらに多面的に分析して、

より効果的な指導方法等について研究し、本市の学力の一層の向上を図っていく。 

 

 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

〔 生涯学習指導者活動推進事業 〕 55 

 

事業番号５５ 生生涯涯学学習習指指導導者者活活動動推推進進事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

上尾市まなびすと指導者バンク活動推進会議に委託し、開放特別教室を利用した「市民講
座」を開催し、様々な分野の情報を市民へ提供するとともに、「生涯学習ボランティア養成
講座」で生涯学習推進員を育成し、生涯学習の輪を広める。 

事業の対象 
対 象 数 

平方東・芝川市民講座の参加者 
（平方東）講座数２７講座 参加者数  ２５４人（延べ人数） 
（芝川） 講座数１２講座 参加者数  １０５人（延べ人数） 
生涯学習ボランティア養成講座の参加者数１２７人（延べ人数） 

事業の内容 
まなびすと指導者バンク活動推進会議（まなびすと指導者バンクに登録した指導者で構成
された団体）による市民講座の企画運営事業と生涯学習ボランティア養成講座による生涯
学習推進員を育成する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○委託料 240,000 
○報償費  58,000   ○役務費 3,640 ２４０ 千円 ３００ 千円 ３０２ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

市民講座数 ２５ 講座 ４１ 講座 ３９ 講座 
 

生涯学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座 ― １ 講座 １ 講座 

市民講座参加者数 ４８７ 人 ４４９ 人 ３５９ 人 
（延べ人数） 

生涯学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座参加者数 ― ７３ 人 １２７ 人 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 など 

市民の生涯学習への関心が高く、要望も多様化しているなか、学びたいときに

気軽に学べる環境づくりとして、学校開放教室を利用しての市民講座が活用さ

れている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

上尾市まなびすと指導者バンク活動推進会議の講師の努力により、市民講座が

継続し、参加者の様々な要望を生かした講座が開催されている。 

生涯学習ボランティア養成講座を実施し、生涯学習推進員の募集と育成を行っ

ている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

市東側の芝川小学校と西側の平方東小学校及び富士見小学校（平成２４年度から）を生涯学習

の拠点として、市民の様々な要望を生かした市民講座の開催などを実施する。 

ここ数年、講座の応募者が減少傾向にあるので、応募者の増加を図る。 

生涯学習推進員の充実を図り、公民館事業のボランティア活動等を深める。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

56  ～ 社会教育団体等補助事業 ～ 

 

事業番号５６ 社社会会教教育育団団体体等等補補助助事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

社会教育関係団体である市ＰＴＡ連合会、ボーイスカウト上尾市連絡協議会、ガールスカ
ウト上尾地区協議会の健全な育成を図るため。 

事業の対象 
対 象 数 

社会教育関係団体に対する補助事業。支援対象は、市ＰＴＡ連合会、ボーイスカウト上尾
市連絡協議会、ガールスカウト上尾地区協議会。 

事業の内容 
上尾市社会教育関係団体補助金交付要綱により、市ＰＴＡ連合会、ボーイスカウト上尾市
連絡協議会、ガールスカウト上尾地区協議会に対し補助する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○補助金607,500 ○報酬1,260,000 
○役務費 10,500 ○旅費  22,050 １，８７９ 千円 １，９０３ 千円 １，９０１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

会員数(団体数) 

ＰＴＡ １７，０００ １７，０００ １７，０００  

ボーイスカウト ８ ８ ８  

ガールスカウト ８ ８ ８  

事業回数 

ＰＴＡ ６０ ６１ ６０  

ボーイスカウト ８０ ８０ ８０  

ガールスカウト １７ １７ １７  

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

極めて公共性の高い団体であり、市や教育委員会と協働して事業や活動を行っ

ている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

各団体の協力を得ることで、青少年の健全育成、子育て支援や親学習などの家

庭教育支援を効率的に進めている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

それぞれの団体の特性を生かした形での地域貢献活動を期待し、今後も社会教育活動としての

３団体の活動を支援していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 家庭教育推進事業 ～  57 

 

事業番号５７ 家家庭庭教教育育推推進進事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

地域ぐるみの子育ての実現に向け、幼稚園・学校・家庭・地域を結ぶ架け橋として、 
家庭教育の充実を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

家庭教育参加団体 

◎家庭教育学級委託（カオル幼稚園家庭教育学級・上尾富士見幼稚園保護者会・上尾市立
平方幼稚園ＰＴＡ・上尾みずほ幼稚園母の会・上尾市ＰＴＡ連合会） 

◎家庭教育講演会（幼児～中学校の子どもを持つ保護者と小・中学校ＰＴＡ会員）市ＰＴ
Ａ連合会と共催 

事業の内容 
家庭教育推進のため、小・中学生の保護者を対象に家庭教育をテーマにした講演会の開催
などの啓発事業を行う。講演会は市ＰＴＡ連合会の研究大会の講演会と合同で実施する。
また、家庭教育の課題を学習する幼稚園の保護者会にも講座の企画を委託し開催している。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 50,000   ○委託料 400,000 
５０８ 千円 ４８８ 千円 ４５０ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

委託団体数 ７ 団体 ６ 団体 ６ 団体 家庭教育学級委託団体数 ５団体 

家庭教育後援会実施団体 １団体 講演会等出席者数 １，１０３ 人 １，４０５ 人 １，５４０ 人 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

家庭の教育力の低下が指摘されている中、家庭教育について考える機会の場を

提供するこの事業は効果的である。対象となる幼児から中学生の子どもを持つ

保護者と、小・中学校のＰＴＡ会員は、入学と卒業により毎年変わるので、継

続的に取り組む必要がある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

市ＰＴＡ連合会との共催による講演会、幼稚園の保護者会による講演会は、家

庭の教育力や子どもの徳育の大切さを考える機会とするとともに、テーマ・内

容は日常生活の中にあるものを題材としており、限られた予算の中で、講師の

選定や講座内容が工夫されており、効率的に実施されている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

地域ぐるみの子育ての実現に向けて、幼稚園・学校・家庭・地域と連携し、家庭教育の充実を

図るため、継続的に取り組んでいく。また、より多くの保護者に家庭教育を考える機会を提供

できるよう、委託団体や講演会の参加人数の増加を図っていく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

58  ～ ブックスタート事業 ～ 

 

事業番号５８ ブブッッククススタターートト事事業業   担当 図書館 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

地域での子育て支援のため、市内で生まれた新生児（保護者）を対象に、親子で絵本に 
親しみ、豊かな情操をはぐくむことを目的に事業を行う。 

事業の対象 
対 象 数 

新生児（４か月児健康診査時）  １，８３３人 

事業の内容 
４か月児健康診査時に、市内で生まれた新生児（保護者）に絵本と絵本リストが入った 
「ブックスタート・パック」を手渡す。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 41,000  ○需用費2,981,326 
○役務費  1,400 ２，１３２ 千円 ３，０４３ 千円 ３，０２４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

配布率 ９５．１ ％ ９５．０ ％ ９５．５ ％ 渡した人数／対象者数 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

ブックスタ－トは平成２０年度より実施している。これは、早い時期からの読

書に親しむ環境づくりの一助となっている。 

また兄姉をもつ子どもも多く、絵本の重複を避けるため、今年度より手渡す絵

本の変更を行った。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

受診率の高い４か月児健康診査を利用して、職員と市民ボランティアとともに

渡し忘れのないよう効率的に配布しており、４か月児健康診査においては受診

者全員に配布することができている。対象児全体としての配布率は９５．５％

であった。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

配布率を向上させるには、４か月児健康診査を未受診の方にどのように渡すかがポイントとな

る。そこで保健センタ－の協力を得て、平成２２年度より保健師による家庭訪問時に絵本の受

理確認をし、未受理であれば手渡してもらうこととした。また、手渡し後の読書活動支援とし

て、赤ちゃんのおはなし会（仮称）を平成２３年度より開催していく予定である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 公民館講座事業 ～  59 

 

事業番号５９ 公公民民館館講講座座事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

各種の事業を行うことにより、市民の教養または健康増進などの向上を図るとともに、 
地域における自主的・主体的な生涯学習を推進する。 

事業の対象 
対 象 数 

市民年齢や性別を問わず、広く市民を対象とする。 

●２２年度実績 

【上尾公民館】22事業 2,875人（延べ人数）【上平公民館】21事業 2,971人（延べ人数） 
【平方公民館】22事業 2,257人（ 〃  ）【原市公民館】24事業 2,998人（ 〃  ） 
【大石公民館】24事業 5,907人（ 〃  ）【大谷公民館】27事業 3,543人（  〃 ） 

事業の内容 生涯学習の場の提供として、６公民館で講座事業を実施する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 2,248,500 ○需要費 195,325 
○役務費 486,000    ○使用料及び賃借料180,870 ３，０７０ 千円 ３，２８３ 千円 ３，１１１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

実施事業数 １３８ 事業 １４６ 事業 １４０ 事業  

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

社会教育施設として各種講座事業を開催することにより、市民の教養の向上、

健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進等に寄与し、生涯学習の場の提

供として、今後も継続的に開催する必要がある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

６公民館の連携を強化するとともに情報を共有しながら、優良な講師による講

座を開催するほか、限られた予算の中で事業を開催しており効率的に行われて

いる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

社会教育法に基づく社会教育施設として、各種の教室・講座やイベント等を開催し、生涯学習

の場の提供及び生涯学習時代に対応した公民館の役割を果たせるように努力しているが、今

後、講座の内容等を検討していく必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

60  ～ 成人式事業 ～ 

 

事業番号６０ 成成人人式式事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

２０歳を迎えた若者、あるいは迎える若者が、社会人としての自覚を高めるため実施する。 

事業の対象 
対 象 数 

平成２年４月２日から平成３年４月１日までに出生した市内在住の者。市外在住でも、 
中学校卒業時に市内に在住しており、後に市外に転出した者。 

２，１７８人（男性：１，１４４人、女性：１，０３４人） 

事業の内容 新成人の大人への自覚を促し、限りない前途を祝福し、「成人式」を行う。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費1,596,997 ○需用費428,703 
○役務費60,000 ○委託料151,200 
○使用料及び賃借料170,050 

２，４９３ 千円 ２，４７９ 千円 ２，４０６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

成人式参加者 １，６２１ 人 １，５４１ 人 １，６１８ 人  

参加率 ７１．６６ ％ ７２．６２ ％ ７４．２９ ％ 参加者/対象者×100 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

成人代表者の式典進行や恩師の参加もあり、一部メディアなどで報道されてい

るような式典の妨害や混乱も無く、和やかに進行されていることから、社会人

としての自覚が高まるなど一定の成果がある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

公募及び各中学校から選出された成人代表者（各校男女各１人）が、事前の企

画から当日の司会・市民憲章朗読・誓いの言葉などの運営に係わる事により、

式典参加者にもより身近な成人式となる。 

また、社会人としての責任と自覚を高められる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

社会人としての自覚を高めることを目的として引き続き実施する。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ あげおふるさと学園運営事業 ～  61 

 

事業番号６１ ああげげおおふふるるささとと学学園園運運営営事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

広く市民に学習機会を設け、個人の知識向上に役立てる。また、学んだ成果を活かし地域
に還元していければ望ましい。 

事業の対象 
対 象 数 

市内に在住・在勤または在学の人。 

原市 定員 ３０人（４回）    上平 定員  ３０人（４回） 
平方 定員 ３０人（４回）    大谷 定員  ３０人（４回） 

事業の内容 
地域公民館を中心に生涯学習推進員と協働して講座を開設し、今日的課題に対応した 
地域・郷土学習などを主に行っている。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 138,000  ○旅費 1,960 
○消耗品費 12,043 ２９４ 千円 ２２６ 千円 １５３ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加者数 １，０１６ 人 ５８３ 人 ３０４ 人 参加者数 

参加率 ８３ ％ ９３．４ ％ ６９．１ ％ 参加者数／定員数×１００ 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

広く市民に学習機会を提供し、個人の学習範囲を広げる事や、知識向上のため、

また、個人の自己実現や地域参加を推進していくためにも必要である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

平成２１年度は事業の見直しにより、５公民館（東３館・西２館）で実施した

が、平成２２年度はさらに見直し、生涯学習推進員を東西に担当分けし、４公

民館（東西各２館）で実施した。これにより、生涯学習推進員の協力が得やす

くなった。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

参加率が平成２０年度・２１年度に比べ大きく下がった。参加者には好評の講座であるため、

講座開催のＰＲ不足と考えられる。「広報あげお」・市ホームページ・ポスター・チラシ等を工

夫しＰＲしたい。今後は内容の累積を図るとともに３つの視点（推進員の養成と支援、協働と

連携の推進、情報提供の推進）を据えた事業の工夫が求められている。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

62  ～ 視聴覚ライブラリー運営事業 ～ 

 

事業番号６２ 視視聴聴覚覚ラライイブブララリリーー運運営営事事業業   担当 図書館 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

市内で活動する団体への視聴覚機器・教材の提供を行い、団体活動の活性化と充実を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

３７４団体（登録数）   ※団体登録により視聴覚機器・教材及び図書の利用が可能 

事業の内容 
視聴覚教材の収集及び貸出、１６ミリフィルム映写機、プロジェクター等の技術講習会の
実施及び視聴覚機器の貸出、映画会等の実施。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 2,632,020  ○備品購入費 145,930 
○需用費 101,964  ○役務費 87,451 
○報償費 35,000 
○使用料及び賃借料 191,310 

３，５０９ 千円 ３，０５８ 千円 ３，１９４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

利用団体数（人数） 
１９２ 団体 ２０６ 団体 １９２ 団体 

利用した団体数と利用時の人数 

１１，５７３ 人 １１，６５３ 人 ９，８３５ 人 

16 ㎜映写機貸出数 １５ 回 ５ 回 １２ 回 
貸出機器の一部。このほか OHC、
スライド及びその他周辺機材

の貸出を行っている。 
ビデオデッキ貸出数 ２ 回 ０ 回 ２ 回 

プロジェクター貸出数    １４６ 回  １７６ 回    １３７ 回 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

市内で活動している登録団体は、自治会、子ども会、生涯学習活動グループ、幼
稚園、保育所など様々である。それぞれの活動の中で、映画会や学習会の開催、
団体内の研修会などが視聴覚教材・機器を活用して行われており、その需要は多
い。そのため貸出用機材や教材の整備を進めるとともに機器の技術講習会を開催
するなど、団体活動の支援に供する事業展開を行っている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

「登録団体」対象であるため限定された事業のように考えられるが、それぞれの
団体に所属しているメンバー構成は、例えば、自治会ではその地域住民であり、
子どもたちであるように、多くの市民が事業対象となっている。平成２２年度は
若干利用が減少したが、約１万人に活用されている。（１人あたり経費約３２５円） 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

社会環境の変化とともに視聴覚教材や機器もパソコンを利用した活動の増加、１６ミリフィルムや
ビデオテープの利用からＤＶＤ利用へと変化している。しかし、所有するプロジェクターの老朽化
やＤＶＤソフトのタイトル数が少ないなど対応が十分とはいえない。 
今後利用増が見込まれるプロジェクターやＤＶＤレコーダ、ＤＶＤソフト、その他ニーズに合った
機器・教材などを整備し提供していく必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 図書館資料整備事業 ～  63 

 

事業番号６３ 図図書書館館資資料料整整備備事事業業   担当 図書館 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

図書館資料の充実を図り、市民の「くらしに役立つ 市民とともに歩む図書館」をめざす。 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市民と在勤・在学の人 

（広域・相互協定による、さいたま市・伊奈町・桶川市・蓮田市に在住の人） 

事業の内容 
図書館運営の根幹となる図書館資料（書籍・新聞・雑誌・ＣＤ・ＤＶＤ等）の整備を進め、
図書館サ－ビスの充実を図る。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需 用 費  3,082,458 
○備品購入費 34,131,260 ３７，２５１ 千円 ３７，３５０ 千円 ３７，２１４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

蔵書数 ５５９，７３７ 点 ５６６，１７２ 点 ５７４，７３３ 点 全館（９館）分蔵書数 

蔵書密度 ２．４８ 点 ２．４９ 点 ２．５３ 点 蔵書数／人口（市民１人あたり蔵書点数） 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

図書館資料に対する市民ニ－ズは、多様化・高度化する傾向にある。一人一人の
知る権利を保障するために、さらなる図書館資料の整備・充実が求められている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

図書館の利用が増大する中、本館と８つの分館・公民館図書室とのネットワ－ク
を強化し利便性の向上を図る。また、県立図書館や他の市町図書館と連携し、資
料の相互貸借（広域利用）を促進して、より多くの市民の多様化するニーズに対
応できるようきめ細やかなサ－ビスを提供している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

社会的動向や市民からの幅広い要望に対応するため、情報発信の拠点施設として、図書館資料や情
報を計画的・積極的に収集し、提供していく必要がある。今後は従来からの紙ベースの基本資料に
加え、ＣＤ・ＤＶＤなどの視聴覚資料も幅広く収集したり、インターネットのデータベース資料等
の提供を行うほか、電子書籍等新しい形態の資料についても収集を検討する。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

64  ～ 学校施設開放（生涯学習）事業 ～ 

 

事業番号６４ 学学校校施施設設開開放放（（生生涯涯学学習習））事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

市民の学びの場、また、余暇活動の充実を図る場として、学校の余裕教室を活動拠点施設
として活用し、地域の交流を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

市内に在住、在勤、在学の方で構成された施設利用登録をしている生涯学習団体。 

【平成22年度活動実績】 
●平方東小施設利用登録団体（２９団体）  団体利用件数(累計)３５２件 
 利用人数(累計)３，８４４人 

●芝川小施設利用登録団体（４団体）  団体利用件数(累計)２１件 
 利用人数(累計)１２３人 

事業の内容 生涯学習団体を対象として「学校施設」を広く地域社会に開放する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費35,042  ○役務費63,959 
○委託料599,200 ８７２ 千円 ８５３ 千円 ６９９ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

利用団体登録件数 ３５ 件 ３２ 件 ３３ 件  

利用件数 ４１７ 件 ４０９ 件 ３７３ 件  

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

市民の学びの場、あるいは、交流の場として活用されている。また、地域に開

かれた学校づくりに貢献することが期待できる。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

土日・夜間など学校教育に支障のない範囲で開放し、校内の教室を活用してい

る。それぞれ団体の都合にあわせて活動することが可能である。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

平成２４年４月から富士見小学校の特別教室を開放する予定である。 

生涯学習団体の活動拠点として、さらに市民に周知し、利用の拡大を図っていく必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 人権教育集会所運営事業 ～  65 

 

事業番号６５ 人人権権教教育育集集会会所所運運営営事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

全ての人の基本的人権が尊重されるよう、社会教育における講座や研修会等をとおし、 
身近な人権問題について意見交換をすることにより、日常生活において態度や行動に表れ
るような人権感覚を身に付ける。 

事業の対象 
対 象 数 

市民 ２，６６９人 
・集会所主催講座（子どもわくわく体験教室を含む） ３７３人 
・集会所まつり（原市・畔吉集会所）            １，２３０人 
・人権研修会（公民館実施分を含む）      １，０６６人 

事業の内容 
上尾市人権教育推進プラン（基本計画）を基に、人権教育を推進していく中心的拠点施設
として各種講座、研修会等を開催していく。また、他の公民館や図書館など社会教育機関
や各人権課題の主管課などに対し、情報発信を積極的に行っていく。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報酬 564,000  ○報償費 898,000 
○旅費 47,500   ○委託料 63,000 
○使用料及び賃借料 101,850 ○役務費 6,400 

２，４８４ 千円 １，７５０ 千円 １，６８１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

集会所主催講座数 ２４ 講座 ２４ 講座 ３１ 講座  

人権研修会開催回数 ２９ 回 ２８ 回 ２１ 回  

集会所主催講座参加者数 ４２６ 人 ３８３ 人 ３７３ 人  

人権研修会参加者数 ９２８ 人 ９６２ 人 １，０６６ 人  

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

全ての人の人権が共存する人権尊重社会及び平和で豊かな社会を実現するた

めに集会所や公民館などで研修会等を行うことで、より多くの人が人権感覚を

身に付けることができる。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

人権教育は年齢層に応じてその手法は異なるため、それに合わせた事業展開を

行っている。また、できるだけ多くの人に研修の機会が持てるよう、集会所運

営委員の協力を得ながら、研修の手法を考案し開催の機会を設けている。より

良い研修方法を公民館などにも情報提供している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

２１世紀は「人権の世紀」と言われている。しかし、現実にはＤＶや児童、高齢者に対する虐

待、いじめなどさまざまな人権侵害が後を絶たない状況である。こうしたことから、全ての人

の人権が共存し、平和で豊かな社会が実現するよう、多くの人に人権感覚が身に付くような事

業を行っていく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

66  ～ 人権教育推進事業（生涯学習課所管分） ～ 

 

事業番号６６ 人人権権教教育育推推進進事事業業（（生生涯涯学学習習課課所所管管分分））   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

市民を対象に、差別意識の解消に向けた人権教育、啓発を充実し、市民一人一人の人権意
識の高揚を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

・市民 
・人権標語コンクール応募者 １９，４００人 

事業の内容 
上尾市人権教育推進協議会の開催及び北足立北部人権教育推進協議会等が開催する 
各種研修会への参加。小・中学校児童生徒人権標語コンクールの実施。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 300,976 ○旅費 248,370 
○需用費 197,992 ○役務費 15,750 
○負担金、補助金及び交付金 210,000 
○会場借上料 43,750 

９１３ 千円 ８８７ 千円 １，０１７ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

人権標語コンクール実施回数 １ 回 １ 回 １ 回  

作品応募率 ９６ ％ ９６ ％ １０２ ％ 応募者数／児童生徒数×１００(H22.9 現在) 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

差別のない社会の実現のために、充実した人権教育を行うため、上尾市人権教

育推進協議会において事業の手法等を検討し、実施している。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

人権教育の推進のため、人権標語に取り組むことで、小・中学生の頃から人権

感覚を培うことができる。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

小学生、中学生の頃から人権意識を持つことは重要であり、学校教育の中で行われる人権教育

と相まって、児童生徒が人権意識を高めるための事業として継続が必要である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 人権教育推進事業（指導課所管分） ～  67 

 

事業番号６７ 人人権権教教育育推推進進事事業業（（指指導導課課所所管管分分））   担当 指導課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

人権を尊重する教育と心豊かな人づくりの推進を図り、人権尊重の意識を高めることで、
いじめや差別をなくせる学校の実現と相手の立場に立って考える思いやりのある児童生徒
の育成を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

全児童生徒・教員及び管理職数 
○校長対象 ……… ３３人    ○教頭対象 ……… ３７人 
○一般教員対象 
 担当者研修会（年２回） ６６人 

授業研究会       ３３人 
 各部会年３回（資料作成・啓発・調査統計） ９９人 

事業の内容 
人権教育研修会（人権教育施設体験研修会を含む）をとおして校長、教頭、教員の資質の
向上を図る。人権教育を視点においた指導方法の研究をより一層推進をする。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 16,000 ○旅費 199,720 ○需用費 136,500      
○負担金、補助金及び交付金 1,029,500 １，３４６ 千円 １，３１９ 千円 １，３８１ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

研修会実施回数 ８ 回 ７ 回 ８ 回 人権教育に係る研修会の実施回数 

研修会参加者数 １９８ 人 １９８ 人 １９８ 人 研修回数６回×３３人 

作文・標語集等の配布率 １００ ％ １００ ％ １００ ％ 配布数／児童生徒数×１００ 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

いじめ、暴力行為、不登校や非行問題行動の低年齢化など、生徒指導上の諸

課題への対応が学校教育に強く求められている。また、地域社会においては、

未だに社会的身分又は門地、性別、障害の有無による差別の現状もある。さ

らに、子どもや高齢者に対する虐待等、人権に関わる問題が深刻化している。

このような現状の中で、すべての児童生徒に、「人権についての正しい理解」

を深めるとともに、態度や行動で現すことのできる人間育成を目的とした人

権教育を推進することは、今後も重要であり積極的に取り組む必要性がある 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

直接、児童生徒を指導する教職員一人一人に、豊かな人権感覚など人権に関

する資質の一層の向上を図るため、上尾市教育委員会が上尾市人権教育小・

中学校研究会の事業を支援し、効率化を図っている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

管理職対象及び一般教職員対象など、それぞれの職責に応じた研修を行い、教職員の資質能力

の一層の向上と人権意識の高揚を図り、人権についての正しい理解を深め、豊かな人権感覚を

身に付け、様々な人権問題を自ら解決しようとする児童生徒を育成することは今後も学校教育

が担う重要な課題であり、継続していく必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

68  ～ 美術展覧会事業 ～ 

 

事業番号６８ 美美術術展展覧覧会会事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

市美術家協会との共催により、広く市民の美術活動の発表の場として公募により美術展を
開催し、その奨励と充実を図る。 

事業の対象 
対 象 数 

市美術展覧会出品者数 ５０４人 

事業の内容 
市美術展覧会を実施し、美術に関する創作活動を行う市民の発表の場を提供した。優秀作
品については表彰を行い、更なる創作活動のきっかけづくりとなっている。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 337,218  ○需用費 170,289  ○役務費 35,000 
○委託費 138,600  ○貸借料 524,250 １，３４４ 千円 １，２１８ 千円 １，２０６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

出品件数 ５５５ 件 ５１３ 件 ５０６ 件  

観覧者数 ２，９１０ 人 ２，７９１ 人 ２，８９１ 人  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

市内で活動している美術サークルや写真の愛好会は少なくない。また個人で趣

味として創作活動を行っている市民も多い。市民ギャラりーを申し込む団体や

個人の数や熱意がそれを如実に表している。芸術、創作活動は自己実現に繋が

り潤いと活気のある生活を人に与える。美術に関心がある市民が気軽に作品を

発表し、それについて評価を与えられ、専門的な講評も受けることができる市

内で唯一の公募展であり、市民の文化意識の向上に寄与している。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

出品料(１点 1,000円)を徴収することにより、運営費の一部を参加者も負担し

ている。運営については、会場の展示パネル設置、出品作品の搬入時受付け、

作品の展示、開催期間中の部門ごとの受付などを美術家協会が担当するなど市

と共同して事業を実施しており、事業コスト削減に効果をあげている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

出品者数の減少、美術家協会と出品者ともに高齢化、この点が大きな課題となっている。市内

で唯一市民のための美術展であり、作品の発表の場を提供し、市民の芸術活動を支援するため

の必要性、重要性ともに高い事業と考えている。今後は多くの市民の関心をひく周知方法を考

え「応募したい」と思ってもらえるよう考えていきたい。また、美術家協会とも、従前の事業

のあり方にとらわれずに、現在や今後の市民にも関心をもたれる美術展覧会のあり方につい

て、かなり掘り下げた話し合いが必要と考える。平成２３年度は高校生以下の出品料を半額に

し、学生層増加を図るなどの試みを行いたい。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 市民音楽祭事業 ～  69 

 

事業番号６９ 市市民民音音楽楽祭祭事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

実行委員会形式で実施し、市内音楽活動団体の発表の場とするとともに、参加団体同士の
交流を図る。また、広く市民に音楽鑑賞の場の提供をする。 

事業の対象 
対 象 数 

市内で活動する音楽団体 

事業の内容 合唱祭、邦楽祭、吹奏楽器楽祭の３部門で開催。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○需用費 100,548    ○役務費  17,300  
○委託費  31,500   ○貸借料 395,750 ６２８ 千円 ５２６ 千円 ５４６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

参加団体数 ５５ 団体 ４８ 団体 ４９ 団体  

参加人数 １，３９１ 人 １，３６９ 人 １，４９６ 人  

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

市民の音楽グループの発表の場として定着している。実行委員会形式により参
加団体が全体で取り組んでいる事業である。開催前に開かれる会議では、参加
グループがどのような発表の場を作り上げていこうか活発な意見交換がされ
る。またプログラム作成や当日の運営を各グループで分担するため、その過程
を通しての交流を深め、各グループは相互に刺激しあう関係にある。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

予算の多くを会場費（賃借料）が占めているが、ポスター・チラシなどの印刷
物については、実行委員がデザイン・印刷するなど、コスト削減に努めている。
合唱、器楽演奏の発表会は単独で行うと多くの経費がかかるが、市民に金銭的
負担をあまりかけない事業であり、参加団体、参加者数を見ると十分予算に見
合う効果はあがっていると考える。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

出演団体員の高齢化などで現状の形での開催が今後次第に困難になっていく部分がある。一般
に若い世代は既存の団体（グループ）に属することを余り好まず、多くのグループが新入会員
の獲得に苦労しているのが現状である。各グループが新会員を募集するのは必要だが、全世代
が既存のグループに加入し活動するということは難しいことである。吹奏楽や邦楽経験者に声
を掛けると同時に、若い方や子育て世代が時を経て合唱等のグループに参加できる気持ちと状
況になるのを待ち、新規会員を探していく必要はある。また、発表の場を行政で提供する現状
の方法から、別の支援方法があれば、そちらへ転換することも合わせて検討する必要があると
思われる。なお、音楽祭の他に発表の場がない団体にも考慮しながら、慎重な検討が必要であ
る。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

70  ～ 文化芸術振興事業 ～ 

 

事業番号７０ 文文化化芸芸術術振振興興事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

上尾市における文化芸術活動を育成支援し、市民文化の向上を目指す 

事業の対象 
対 象 数 

上尾市文化団体連合会等  １４団体 

事業の内容 上尾市文化団体連合会への補助金の交付や社会教育指導員を配置して活動支援を行った 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報酬 1,260,000 
○役務費 10,500  ○補助金  750,000 
○積立金   76,476 

２，５３１ 千円 ２，９０９ 千円 ２，１４７ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

文化団体連合会加盟団体数 １３ 団体 １３ 団体 １４ 団体  

文化芸術祭参加者数 ３，５００ 人 ３，０００ 人 ３，０００ 人  

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

上尾市文化団体連合会は、市内で活躍する芸術家、芸術文化団体による分野を

越えた横の連携・交流を基盤に、上尾市の芸術文化振興を担っている。また、

上尾市文化芸術祭の開催や機関紙の発行などの事業を展開し、自らの文化･芸

術活動の発表を通じて、市内文化の活性化を図っている。また市内の文化団体

や芸術家の活動支援などを行っている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

上尾市文化団体連合会を支援することにより、上尾市の文化芸術の振興を図っ

ている。また連合会の運営は、構成会員が自ら行っており、自立性が高く効率

よく運営されている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

文化団体連合会は、市の文化芸術関係団体のとりまとめ役であり、市の文化芸術の振興につい

て中心的な役割を果たしている。今後も連携を図りながら支援していくべきである。課題とし

ては市がかかわる多くの団体と同じく構成会員の高齢化、新規参加の団体が少ないということ

である。文化団体連合会は会長を中心にまとまりがある組織であるが、現構成団体だけで硬直

化する傾向が見られるようになると、新規団体の参入に支障が出ると考えられるので、上尾市

全体の文化芸術の振興を目的とすることを常に認識してもらうよう、かかわっていく必要があ

る。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 文化財調査・保存事業 ～  71 

 

事業番号７１ 文文化化財財調調査査・・保保存存事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

文化財保護法や上尾市文化財保護条例に基づき、文化財の指定・登録、維持管理のための
調査や補助事業等を実施する。 

事業の対象 
対 象 数 

市内の国・県・市の指定・登録等の文化財及び未指定・未登録の文化財 

事業の内容 
未指定及び未登録の文化財の基礎調査。指定・登録文化財の維持管理やそのための交付金
の交付や修理のための補助金の交付。文化財の周知のため説明板や標柱の設置管理を行う。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 196,000 ○旅費    15,120 
○需用費 105,263 ○役務費   2,800 
○委託料 582,750 ○負担金 654,000 

１，０９２ 千円 ８０４ 千円 １，５５６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

市指定文化財の数 ７４ ７６ ７５  

市登録文化財の数 ２２ ３８ ３８  

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

社会全体の財産として、文化財の修理や維持管理のために補助金等の交付や指

導を行うことは、適切に文化財を後世に残すことに繋がる。 

未指定の文化財の調査は、今後の文化財の指定及び登録を行って、保護施策を

進めるための基礎的な資料となっている。 

説明板の設置は、文化財の持つ価値を周知するために必要な事業となってい

る。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

「畔吉ささら獅子舞」獅子頭修理事業では、「ふるさと文化再興事業」として

国の補助金を、「藤波の餅つき踊り」衣装新調事業では、埼玉県文化振興基金

をそれぞれ活用することで、市補助金の支出の一部を削減することができた。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

文化財保護行政の根幹をなす重要な事業であり、文化財保護審議会など専門家の意見も参考に

しながら進める。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

72  ～ 発掘調査出土文化財整理活用事業 ～ 

 

事業番号７２ 発発掘掘調調査査出出土土文文化化財財整整理理活活用用事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

公共事業に伴って実施した発掘調査の報告書を刊行するため、出土した資料のうち未整理
である一部の資料を整理する。また、整理した資料を文化財として活用していく。 

事業の対象 
対 象 数 

丸山公園整備に伴う発掘調査出土資料 

遺物収納箱（内寸：336×545×150mm）１１７箱 

事業の内容 
出土した資料を、出土した遺構・地点・種類別に分類し、特徴を抽出して、土器の破片等
を接合する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○遺跡発掘調査出土遺物接合業務委託料 3,885,000 
○遺跡発掘調査図面のデジタル化事業委託料 2,299,500 ― ― ６，１８４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明 

遺跡発掘調査出土遺物 
接合業務 

― ― 
遺物収納箱（内寸 336×545×150㎜） 

２３箱分 
平方分署建設に伴う 
発掘調査出土遺物接合 

遺跡発掘調査図面の 
デジタル化事業 

― ― 
Ｂ４サイズ１８６枚 

Ａ２サイズ４２０枚分 

丸山公園整備に伴う 

発掘調査図面のデジタル化 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

遺跡を発掘調査した場合は調査報告書の刊行が義務付けられている。当事業は

そのための出土資料整理事業であると同時に、出土資料を活用していくために

も必要な事業である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

資料数が膨大なため短期間での整理作業は困難であったが、緊急雇用創出基金

事業として行ったことで、短期間に集中して事業を進めることができた。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

文化財保護法に基づく事業であり、必要性、妥当性は極めて高い。 

今後は事業によって整理された資料も含め、市内の様々な文化財を未来永劫保存するととも

に、展示や貸し出し等により十分に活用されたい。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 古文書整理事業 ～  73 

 

事業番号７３ 古古文文書書整整理理事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

寄贈された旧大谷農協文書の保存・活用のためマイクロフィルムを作成する。マイクロフ
ィルムをデジタルデータ化して、古文書の活用を容易にする。 

事業の対象 
対 象 数 

旧大谷農協文書のマイクロ化。市指定文化財等の古文書のデジタル化。 

事業の内容 
旧大谷農協文書の一部 50,111コマ。市指定文化財（矢部家・小川家・上尾宿助郷関係(壱
丁目)文書）と八枝神社文書のデジタル化と紙焼き製本。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○旧大谷農協文書マイクロフィルム作成委託料 11,529,000 
○古文書デジタル化委託料 7,066,500 ― ― １８，５９６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

旧大谷農協文書マイクロ化   ５０，１１１コマ  

古文書のデジタル化   ４文書  

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

緊急雇用創出基金事業により、マイクロフィルムを作成し保存・閲覧・複写を

容易にして、地域学習に活用できるようにする。マイクロ化した古文書のデジ

タルデータ化と紙焼き製本を行い、より利用しやすいものにしていく。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

緊急雇用創出基金事業により、例年２万コマ程度しか作成できなかったマイク

ロフィルムの撮影事業が進んだ。同じく、マイクロフィルム作成済みの市指定

文化財の古文書のデジタル化と紙焼き製本を行い、広く閲覧可能な形態にする

ことができた。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

平成２３年度も同事業を行っている。旧大谷農協文書のマイクロフィルム化については１０万

コマの撮影を予定している。市指定文化財の古文書３家文書のデジタル化を進めている。マイ

クロフルム化・デジタル化したものについて、どのように公開していくか検討する必要がある。

平成２４年度も緊急雇用創出基金事業が実施されれば、この事業を行いたい。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

74  ～ 埋蔵文化財調査事業 ～ 

 

事業番号７４ 埋埋蔵蔵文文化化財財調調査査事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

文化財保護法に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地の埋蔵文化財を保護する。土木工事等が
実施される場合、記録保存すべき遺構・遺物の有無を確認し、記録作成のための調査の実
施を指導する。 

事業の対象 
対 象 数 

埋蔵文化財 
周知の埋蔵文化財包蔵地 ４２６か所 

事業の内容 
土木工事等が埋蔵文化財包蔵地で行われる場合、試掘による確認調査を行い、記録保存す
べき遺構遺物の有無を確認する。また、市が事業者である場合と国庫補助対象の場合は、
埋蔵文化財の発掘調査と整理作業、報告書の刊行を行う。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○賃金 1,112,240  ○委託料 156,450 
○需用費 1,309,572 ○役務費 33,411 
○使用料及び賃借料 1,731,450 

 ５，４４６ 千円 ４，９０６ 千円 ４，３４４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

試掘件数 ７５件 ７４件 ５０件  

国庫補助対象の発掘件数 ２件 ２件 １件  

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

文化財保護法第９３条に基づいた、市として行わなければならない事業であ

る。土木工事等については土地所有者等の権利も関わるため緊急性が高い。ま

た、文字資料が出現する以前の市の歴史を解明していくうえで必要な事業であ

る。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

国及び県の補助金により、市費支出の削減が可能となっている。また、調査費

用は事業者負担が原則だが、これらの補助金と市費によって個人住宅建設・農

地改良等に伴う調査費を負担することが可能であり、市民の負担を軽減するこ

とが可能となっている。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

文化財保護法に基づく事業であり、必要性、妥当性は極めて高く、常に必要な事業となってい

る。しかし、試掘調査や発掘調査の実施は、必要に応じて行われるため、計画的な人員配置が

難しい。 

また、市民に対する埋蔵文化財包蔵地や制度の周知の徹底が課題である。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

～ 文化財保護啓発事業 ～  75 

 

事業番号７５ 文文化化財財保保護護啓啓発発事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

文化財保護法・上尾市文化財保護条例の趣旨に基づき、市民に対して、文化財の活用を図
り、その保存継承のための意識啓発と文化財保護に対する理解を深めるために実施する。 

事業の対象 
対 象 数 

文化財保護啓発事業の参加者  ２４２人 

事業の内容 郷土史講座・文化財めぐりの実施 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 52,000 ○旅費 1,100 
○需用費 3,100  ○役務費 2,000 ４７ 千円 ５９ 千円 ５８ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

文化財保護啓発事業延べ日数 ７ 日 ８ 日 ８ 日 文化財めぐり・郷土史講座延べ日数 

文化財保護啓発事業参加延べ人数 １８４ 人 ２６３ 人 ２４２ 人 文化財めぐり・郷土史講座参加者の延べ人数 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

文化財についての見識や地域の歴史、文化の理解を深めるための講座の実施

は、文化財保護の重要性を啓発する上で有効な手段となっている。 

学識者に講師を依頼することによって、より専門的で広い見地からの講座内容

とすることができた。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

講師を市職員が務めることや県職員に依頼することで、講師謝礼の支出を一部

削減することができた。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

平成２２年度「文化財調査・保存事業」の「坂上遺跡出土鉄剣保存処理事業」の成果を「上尾

の文化財展」において活用したところである。今後とも「文化財調査・保存事業」と連携しな

がら事業の有効性、効率性を高める。 

また、当該事業のほか「上尾の歴史展」の実施、「出前講座」の講師派遣など文化財資源を活

用しながら啓発を推進する。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

76  ～ 歴史資料調査事業 ～ 

 

事業番号７６ 歴歴史史資資料料調調査査事事業業   担当 生涯学習課 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

市史刊行事業やその後の調査で収集した歴史資料について、保存と活用のため、文書整理、
マイクロフィルム撮影、文書目録の刊行事業を行う。また、歴史的価値のある公文書の収
集を上尾市文書規程に基づいて実施する。 

事業の対象 
対 象 数 

歴史的価値のある公文書、諸家文書。 

事業の内容 
歴史的価値のある公文書の収集。歴史資料のマイクロフィルム写真撮影（旧大谷農協文書
の一部 20,267コマ）。旧役場文書目録の発行（『上平村役場文書目録（上）』）。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 1,640,000  ○旅費 1,510  ○需要費 713,847 
○役務費 16,300  ○委託料 1,449,000 
○負担金、補助金及び交付金 13,000 

４，１３８ 千円 ３，５９５ 千円 ３，８３４ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

文書目録の発行数 １ １ １ 発行された文書目録の数 

文書目録に掲載された文書数 ５，３６１ ４，７０４ ６，８２０ 発行された文書目録の掲載文書数 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

地域の歴史資料は、放置すると散逸してしまうため、その収集は重要である。

さらに、活用を図るために整理保存し、文書目録を作成することが必要であり、

マイクロフィルム撮影と目録刊行事業を進めている。一方で、歴史的価値のあ

る公文書の収集については、行政文書としては不要になったが、修史事業で必

要と判断される文書を収集していく重要な事業である。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

収集整理保存されている史料は、歴史資料であり、整理・活用していくことに

よって、その価値が生きてくる。市民が歴史学習・地域研究の材料として活用

できるようにする方法として有効・効率的な事業である。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

現在、マイクロフィルムを作成しており、撮影された文書の活用については、マイクロフィル

ムを見たりプリントしたりする必要がある。しかし上尾市にはプリント用の機器がないため民

間業者に依頼発注しなければならない。今後、マイクロフィルムを作成した諸家・役場文書に

ついてデジタル化を検討していく必要がある。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 



 

～ スポーツ大会等開催事業 ～  77 

 

事業番号７７ ススポポーーツツ大大会会等等開開催催事事業業   担当 スポーツ振興センター 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

様々な大会を開催し、生涯スポーツ・レクリエーションの普及、振興を図る。またそれら
の大会を通じ、心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する。 

事業の対象 
対 象 数 

○いきいきライフ大運動会 1,000人  ○市民体育祭 3,000人 
○上尾シティマラソン 10,000人    ○市民駅伝競走大会 3,700人  

事業の内容 
市民への生涯スポーツ・レクリエーションの普及、振興を図るため、上尾シティマラソン
をはじめ、各種大会等多くの事業メニューを提供する。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報酬 3,440,000 ○報償費 808,203 ○需用費 382,988 
○役務費 170,350 ○委託料 497,250 
○使用料及び賃借料  379,240 
○負担金、補助金及び交付金  16,970,000 

２４，５８４ 千円 ２５，３９５ 千円 ２２，６８３ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

開催事業日数 ２７ 日 ２６ 日 ２６ 日 大会・講座・教室の開催日数 

上尾シティマラソン参加申込者数 ７，８６０ 人 ８，９５１ 人 ９，６４１ 人 参加人申込者数 

◎教育委員会の評価の結果 

事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

平成２２年度の各種大会については、体育協会の全面的な協力を得て開催する

ことができ、概ね参加者数など目標は達成できた。 

市民体育祭については、雨天の為、初めて上尾運動公園体育館での開催となっ

た。また、市民駅伝については、会場を丸山公園から上尾運動公園へ場所を変

えての開催であったが、ともにほぼ企画通り運営できた。初期の目標通り運営

できた。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

市民体育祭や上尾シティマラソンなどスポーツ大会については、企画・運営は

職員が行っているが、事前準備・大会当日の進行などは体育指導委員や体育協

会をはじめ、様々なボランティアを活用している。行政と市民との協働での事

業推進を進め効率的に実施している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

少子高齢社会を迎え、市民の生涯スポーツ・レクリエーションを通じた健康増進へのニーズは

多種多様化している。それらに応えるためにも、上尾市体育協会や体育指導委員と連携し、様々

なスポーツ・レクリエーション大会を開催していく。今後、市制施行５５周年（平成２５年度）

に合わせた記念大会等を検討していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 



〔 教育委員会の事務に関する点検評価結果 〕 

78  ～ 学校施設開放（スポーツ振興）事業 ～ 

 

事業番号７８ 学学校校施施設設開開放放（（ススポポーーツツ振振興興））事事業業   担当 スポーツ振興センター 

●事業の概要 

事業の目的 
事業の目標 

学校開放施設（校庭・体育館）の利用にあたり、随時、施設・備品等の修繕を行い、利用
者の安全を確保する。 

事業の対象 
対 象 数 

市内在住・在勤・在学の人 

＜平成２２年度実績＞ 
校庭（小学校２２校・中学校１１校）  ２１２，１５０人 
体育館（小学校２２校・中学校１１校） １４６，５１７人 
 〃 （夜間）             ６６，３０１人 
夜間照明付き校庭開放（東小）  １，３２５人 
総 計  ４２６，２９３人 

事業の内容 
学校施設（体育館、校庭）の開放のために、修繕、備品の交換、補充や固定テント等の設
置等を行う。 

●事業費決算額 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 ［平成２２年度 内訳（単位：円）］ 

○報償費 26,000  ○需用費 1,548,757 
○役務費 53,800    ○工事請負費 1,858,500 
○委託料 498,360   ○負担金、補助及び交付金 1,650,000 

 ４，９０５ 千円 ４，７６３ 千円 ５，６３６ 千円 

●評価指標 

指標名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 指標の説明（算出式等） 

学校開放登録団体数 ５１４ 団体 ５６７ 団体 ５６８ 団体 学校開放利用団体名簿 

学校開放施設利用者数 ４４９，０００ 人 ４５０，０００ 人 ４２６，０００ 人 学校開放月例利用報告書 

◎教育委員会の評価の結果 
事
業
の
有
効
性
・
有
益
性 

市民ニーズへの対応 

目標の達成度 

成果の向上 

手段の最適性 

  など 

生涯スポーツ・レクリエーションの需要増大が見込まれる中、年間延べ４２万

６千人以上の利用があり、教育委員会が管理する学校開放施設を有効に活用し

ている。 

事
業
の
効
率
性 

費用対効果 

コスト効率の向上・改善 

執行体制の効率化 

など 

社会体育施設に補修・修繕等の必要性が生じた場合は、学校又は学校施設開放

運営委員会からスポーツ振興センターへ連絡する体制を整え、各学校との連携

のもと、効率的に事業を実施している。 

課
題
・
今
後
の
方
向
性 

既存の施設を活用しながら、生涯スポーツの振興を図っていくことは、財政的な見地からして

も効率的効果的であり、有効な手段であるが、富士見小学校の改築による夜間照明施設の廃止

に伴い、夜間照明付きのグランドの整備を検討していく。 

 

学
識
経
験
者
の
意
見 

 

 


